
清
濁
灌
概
方
式
が
持
つ
水
環
境
問
題
へ
の
対
応
力

36　（36）

…
一
中
国
山
西
呂
梁
山
脈
南
麓
の
歴
史
的
事
例
を
基
に
i

井

黒

忍

門
要
約
】
中
国
山
西
省
西
南
部
の
河
津
三
面
地
区
に
お
い
て
は
、
呂
梁
山
脈
申
に
湧
き
出
る
泉
水
と
、
山
々
の
雨
水
を
集
め
て
流
出
す
る
濁
水
と
い
う
異

な
る
水
源
を
併
用
す
る
清
濁
賢
主
方
式
が
用
い
ら
れ
た
。
そ
こ
に
は
、
清
水
の
稀
少
さ
と
降
雨
の
時
期
的
偏
り
に
由
来
す
る
濁
水
の
量
的
、
時
期
的
な
不

安
定
性
と
い
う
問
題
が
存
在
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
清
濁
二
水
の
利
用
村
庄
を
区
別
し
、
水
源
と
村
庄
と
の
対
応
関
係
を
決
定
す
る
地
域
・
水
源
の
別

と
い
う
人
為
的
制
限
を
加
え
る
こ
と
で
、
岡
一
の
扇
状
地
に
お
け
る
水
資
源
の
共
有
が
図
ら
れ
た
。
ま
た
、
村
二
間
、
個
人
間
な
ど
様
々
な
レ
ベ
ル
で
清

濁
両
水
を
め
ぐ
る
水
争
が
勃
発
す
る
～
方
、
清
水
や
水
利
用
地
の
売
買
・
貸
借
の
契
約
が
取
り
交
わ
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
時
期
的
・
量
的
な
過
不
足
が
補

わ
れ
る
と
と
も
に
、
限
ら
れ
た
水
資
源
の
有
効
利
用
が
な
さ
れ
た
。
三
硲
清
濁
虚
無
方
式
の
長
期
持
続
性
を
支
え
た
も
の
は
、
地
域
・
水
源
の
別
と
い
う

制
限
規
定
と
水
利
契
約
に
よ
る
融
通
性
に
あ
り
、
そ
こ
に
不
安
定
な
自
然
環
境
へ
の
適
硲
の
あ
り
方
が
見
い
だ
せ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
九
二
巻
一
号
　
二
〇
〇
九
年
｝
月

は
　
じ
　
め
　
に

乾
燥
・
半
乾
燥
地
域
に
お
け
る
水
問
題
と
言
え
ば
、
多
く
の
人
が
沙
漠
化
や
塩
類
集
積
、
或
い
は
湖
の
消
滅
や
水
不
足
と
い
っ
た
現
代
の
環

境
問
題
を
想
起
す
る
で
あ
ろ
う
。
近
年
、
深
刻
化
し
つ
つ
あ
る
こ
れ
ら
諸
問
題
の
解
決
に
向
け
て
、
既
存
の
学
問
領
域
を
横
断
す
る
研
究
活
動

が
活
発
に
す
す
め
ら
れ
る
に
つ
れ
て
、
問
題
の
背
景
と
な
る
過
去
の
水
利
用
の
あ
り
方
に
も
大
き
な
関
心
が
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
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過
去
・
現
在
を
問
わ
ず
、
乾
燥
・
半
乾
燥
地
域
で
は
、
水
の
有
無
こ
そ
が
生
死
を
分
け
る
境
界
と
な
り
、
水
を
め
ぐ
る
自
然
環
境
が
人
間
活

動
に
及
ぼ
す
影
響
は
極
め
て
重
大
で
あ
る
。
従
っ
て
、
乾
燥
・
半
乾
燥
地
域
に
お
け
る
過
去
の
水
利
用
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
は
、

過
酷
な
自
然
環
境
の
制
約
の
も
と
で
人
間
が
い
か
に
生
き
て
き
た
か
と
い
う
歴
史
学
に
お
け
る
基
礎
的
か
つ
根
本
的
な
問
題
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
の
恰
好
の
テ
ー
マ
と
な
り
、
そ
こ
か
ら
自
然
環
境
と
人
間
と
の
関
係
の
歴
史
を
読
み
解
く
糸
口
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
よ
う
。
但
し
、
乾

燥
・
半
乾
燥
地
域
に
お
い
て
、
過
去
の
水
利
用
の
具
体
像
を
記
す
史
料
（
特
に
文
字
史
料
）
を
有
す
る
地
域
は
相
当
限
定
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、

全
世
界
的
に
見
て
も
屈
指
の
豊
か
さ
を
誇
る
文
字
史
料
を
有
し
、
長
期
に
亘
る
人
間
活
動
の
歩
み
を
辿
る
こ
と
が
で
き
る
中
国
華
北
地
域
の
研

究
が
改
め
て
見
直
さ
れ
る
状
況
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
大
部
分
が
乾
燥
・
半
乾
燥
地
域
に
当
た
る
華
北
の
自
然
環
境
を
考
え
る
上
で
は
、
不
安
定
性
と
水
が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
。
こ
れ
は
、

華
北
農
業
経
済
お
よ
び
忌
地
農
法
研
究
に
多
大
な
功
績
を
残
し
た
柏
祐
賢
が
明
確
に
述
べ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
氏
の
見
解
に
依
れ
ば
、
降
雨
の

稀
少
さ
と
時
期
的
偏
り
に
よ
る
早
越
と
洪
水
の
頻
発
と
い
う
自
然
的
条
件
、
さ
ら
に
異
民
族
の
侵
入
と
い
う
社
会
的
条
件
に
由
来
す
る
不
安
定

性
こ
そ
が
華
北
農
業
の
特
徴
で
あ
り
、
生
産
の
リ
ミ
テ
ィ
ン
グ
・
フ
ァ
ク
タ
ー
を
な
す
水
の
補
給
の
為
に
、
自
然
へ
の
加
工
と
し
て
灌
概
技
術

が
発
達
し
、
同
時
に
水
を
可
能
な
限
り
節
約
し
よ
う
と
し
て
乾
燥
農
法
が
発
達
し
た
と
さ
れ
る
［
粕
一
九
四
八
］
。

　
ま
た
、
華
北
に
お
け
る
自
然
と
人
間
活
動
と
の
歴
史
的
関
係
性
に
つ
い
て
は
、
乾
燥
・
半
乾
燥
地
域
の
地
理
研
究
に
先
駆
的
役
割
を
果
た
し

た
保
柳
睦
美
が
「
こ
の
地
域
（
山
西
省
一
筆
層
面
）
に
発
達
す
る
人
文
的
諸
現
象
が
如
何
に
そ
の
自
然
に
適
応
し
て
之
と
調
和
を
保
っ
て
み
る
か
、

或
は
何
等
か
の
理
由
で
不
調
和
を
敢
て
し
て
来
た
か
を
調
査
す
る
こ
と
を
始
め
、
更
に
進
ん
で
自
然
と
の
調
和
並
び
に
伝
統
を
無
闇
に
破
壊
す

る
こ
と
な
く
、
而
も
現
代
に
即
応
す
る
や
う
進
歩
改
善
の
途
を
考
究
す
る
こ
と
も
亦
重
要
で
あ
る
」
と
述
べ
る
［
保
柳
一
九
四
三
］
。
あ
く
ま
で

当
時
の
国
策
と
の
関
係
の
中
で
と
ら
え
る
べ
き
見
解
で
は
あ
る
が
、
過
去
の
人
間
活
動
を
自
然
へ
の
適
応
・
調
和
（
或
い
は
不
調
和
）
と
い
う

視
点
か
ら
と
ら
え
、
そ
の
先
の
道
筋
を
示
す
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
現
時
点
に
お
い
て
も
な
お
見
る
べ
き
方
法
論
と
目
的
意
識
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
見
解
か
ら
、
華
北
の
自
然
環
境
に
由
来
す
る
水
供
給
の
不
安
定
性
に
対
し
て
、
人
々
は
い
か
な
る
水
利
方
式
（
技
術
や
制
度
を
含
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む
）
を
用
い
て
、
ど
の
よ
う
に
安
定
的
な
水
利
用
を
追
求
し
た
の
か
と
い
う
問
題
が
浮
か
び
あ
が
る
。
さ
ら
に
歩
を
進
め
て
、
水
利
方
式
の
持

つ
持
続
性
に
着
目
す
れ
ば
、
人
間
が
自
ら
の
活
動
を
い
か
に
規
定
し
て
自
然
環
境
へ
の
適
応
を
な
し
と
げ
、
そ
れ
と
の
調
和
的
状
態
を
生
み
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

し
た
の
か
と
い
う
問
い
か
け
に
も
繋
が
ろ
う
。
そ
こ
で
、
不
安
定
な
自
然
環
境
と
い
う
制
約
の
も
と
、
長
期
持
続
性
を
有
し
た
水
利
方
式
を
人

間
活
動
の
環
境
適
応
の
表
現
と
と
ら
え
、
水
の
配
分
や
権
利
な
ど
に
対
す
る
人
為
的
制
約
の
あ
り
方
に
自
然
と
の
調
和
を
見
い
だ
す
と
い
う
ア

プ
ロ
ー
チ
が
考
え
ら
れ
る
。
無
論
、
こ
れ
は
水
利
方
式
を
構
成
す
る
政
治
的
・
社
会
経
済
的
要
素
を
無
視
す
る
、
或
い
は
そ
こ
か
ら
自
然
環
境

の
影
響
の
み
を
抽
出
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
多
様
な
要
素
を
含
ん
で
成
立
す
る
水
利
方
式
の
持
つ
環
境
へ
の
対
応
能
力
を
汲
み

取
る
こ
と
が
狙
い
で
あ
る
。

　
さ
て
、
黄
河
や
そ
の
支
流
で
あ
る
浬
水
・
墨
水
な
ど
の
大
河
川
に
比
し
て
、
地
域
的
差
異
を
よ
り
明
確
に
反
映
す
る
中
小
規
模
の
河
川
や
泉
、

地
下
水
、
湖
泊
と
い
っ
た
多
様
な
水
源
と
そ
の
歴
史
的
利
用
方
式
に
関
し
て
は
、
一
九
五
〇
年
代
以
降
の
水
利
共
同
体
論
を
め
ぐ
る
議
論
の
中

で
、
管
理
組
織
や
水
利
権
、
水
利
慣
行
に
関
す
る
詳
細
な
分
析
が
な
さ
れ
た
が
、
史
料
的
制
約
と
共
同
体
論
自
体
へ
の
関
心
の
薄
れ
に
よ
り
多

く
の
課
題
を
残
し
た
ま
ま
現
在
に
至
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
し
か
し
、
近
年
の
中
国
に
お
け
る
華
北
水
利
史
研
究
の
進
展
は
、
こ
れ
ま
で
の
史
料
状
況
を
一
変
さ
せ
る
と
と
も
に
、
研
究
対
象
や
目
的
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

識
、
方
法
論
の
面
で
劇
的
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
そ
れ
は
水
利
社
会
史
へ
の
注
目
と
環
境
史
と
の
結
合
と
い
う
二
点
に
顕
著
に
現
れ
る
。
特

に
近
一
〇
年
の
麗
し
い
研
究
成
果
に
つ
い
て
は
、
そ
の
一
部
が
森
田
明
よ
つ
て
紹
介
・
翻
訳
さ
れ
た
も
の
の
、
い
ま
だ
に
国
内
に
お
け
る
認
知

度
は
低
い
［
森
田
二
〇
〇
四
・
二
〇
〇
七
・
張
二
〇
〇
七
］
。
そ
こ
で
、
以
下
、
華
北
水
利
史
研
究
の
薪
動
向
を
概
述
し
、
併
せ
て
本
稿
に
お
け
る

検
討
課
題
を
提
示
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
近
一
〇
年
に
お
け
る
研
究
状
況
の
変
化
を
生
み
出
し
た
契
機
の
～
つ
に
、
中
国
・
フ
ラ
ン
ス
の
研
究
機
関
に
よ
る
国
際
共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

「
華
北
水
資
源
与
社
会
組
織
」
が
あ
る
。
北
京
師
範
大
学
民
俗
典
籍
文
字
研
究
中
心
と
フ
ラ
ン
ス
極
東
学
院
（
E
F
E
O
）
が
中
心
と
な
り
、

一
九
九
八
年
よ
り
二
〇
〇
二
年
に
か
け
て
実
施
さ
れ
た
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
歴
史
学
・
人
類
学
・
民
俗
学
・
地
理
学
・
考
古
学
・
水
利
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学
・
金
石
学
な
ど
、
専
門
領
域
を
異
に
す
る
研
究
者
に
よ
っ
て
陳
西
・
山
西
地
域
の
現
地
調
査
が
行
わ
れ
、
そ
の
成
果
は
二
〇
〇
二
～
三
年
に

出
版
さ
れ
た
『
陳
山
地
区
水
資
源
与
民
間
社
会
調
査
資
料
集
』
（
全
四
冊
）
と
し
て
結
実
し
た
。

　
全
四
冊
の
冒
頭
に
等
し
く
載
せ
ら
れ
る
「
岩
梨
」
に
よ
れ
ば
、
郷
村
に
お
け
る
水
資
源
の
利
用
活
動
を
歴
史
・
地
理
・
社
会
環
境
の
中
に
位

置
づ
け
、
華
北
基
層
社
会
の
研
究
を
行
う
こ
と
を
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
趣
旨
と
す
る
。
研
究
方
法
と
し
て
は
、
陳
西
省
東
部
と
山
西
省
西
南
部
の

溜
塗
農
業
お
よ
び
乾
燥
農
業
区
を
対
象
地
域
に
設
定
し
、
ブ
イ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
実
施
す
る
。
さ
ら
に
、
「
地
方
資
料
」
と
呼
ぶ
水
冊
や
水
利

　
　
　
　
③

碑
を
収
集
し
、
そ
の
分
析
を
通
し
て
用
水
観
念
や
水
資
源
の
分
配
と
共
用
に
関
す
る
集
団
的
行
為
、
水
資
源
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
村
社
組
織

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

や
罠
間
公
益
事
業
に
対
す
る
考
察
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
る
。

　
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
相
前
後
し
て
、
水
利
や
社
会
に
関
わ
る
多
彩
な
成
果
が
公
表
さ
れ
る
が
、
そ
の
大
半
が
山
西
地
域
を
対
象
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
根
本
史
料
と
な
る
水
利
碑
や
水
煮
の
残
存
状
況
に
依
る
も
の
で
あ
り
、
現
時
点
に
お
い
て
最
も
恵
ま
れ
た
研
究
環
境
を
提

供
す
る
の
が
同
地
域
で
あ
る
こ
と
を
物
語
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
従
来
全
く
知
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
小
規
模
河
川
水
や
泉
水
の
利
用
方
式
、

水
利
祭
祀
の
具
体
像
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
と
も
に
、
関
連
史
料
が
網
羅
的
に
収
集
さ
れ
、
今
後
の
研
究
に
多
大
な
便
を
提
供
す
る
こ
と
と
な

　
⑤つ

た
。
ま
た
、
環
境
史
研
究
と
の
結
合
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
、
従
来
の
人
口
・
資
源
・
環
境
の
三
要
素
を
個
別
に
扱
う
、
或
い
は
そ
れ
ぞ
れ

の
分
析
結
果
を
羅
列
的
に
並
べ
る
と
い
っ
た
方
法
で
は
な
く
、
山
西
地
域
社
会
の
変
化
か
ら
三
者
の
相
関
性
と
社
会
に
与
え
た
影
響
を
読
み
解

く
と
い
っ
た
取
り
組
み
が
な
さ
れ
る
［
行
二
〇
〇
七
］
。

　
さ
ら
に
、
個
別
研
究
と
並
行
し
て
、
基
礎
作
業
で
あ
る
文
献
史
料
の
収
集
と
整
理
、
と
り
わ
け
水
冊
お
よ
び
水
利
碑
の
輸
出
・
校
訂
が
盛
ん

に
な
さ
れ
る
点
に
大
き
な
意
義
を
認
め
う
る
。
『
陳
山
地
区
水
資
源
与
民
間
社
会
調
査
資
料
集
』
に
は
、
対
象
地
域
の
水
利
碑
・
許
与
の
写
真

が
多
数
掲
載
さ
れ
、
移
録
・
校
訂
が
な
さ
れ
る
と
と
も
に
、
出
版
直
後
よ
り
そ
の
不
備
を
補
う
作
業
が
な
さ
れ
る
［
張
他
二
〇
〇
六
］
。
民
俗
学

の
分
野
に
お
い
て
も
、
水
に
ま
つ
わ
る
信
仰
や
祭
祀
な
ど
に
関
わ
り
、
各
地
の
水
利
碑
録
画
が
作
成
さ
れ
、
史
料
の
公
開
が
推
進
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
⑥

［
楊
・
三
一
δ
〇
六
］
。
そ
の
他
、
水
利
碑
を
導
門
に
扱
う
『
河
東
水
利
石
刻
』
や
噛
黄
河
金
石
録
』
、
『
豫
西
水
碑
鈎
沈
』
の
公
刊
、
『
油
墨
石
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刻
総
目
』
に
代
表
さ
れ
る
石
刻
目
録
の
出
版
を
通
し
て
、
新
た
な
史
料
の
発
掘
と
蓄
積
が
な
さ
れ
る
な
ど
、
極
め
て
良
好
な
研
究
環
境
が
整
備

　
　
　
　
　
　
⑦

さ
れ
つ
つ
あ
る
。
但
し
、
一
面
に
お
い
て
研
究
対
象
地
が
史
料
の
集
中
す
る
特
定
地
域
に
偏
重
す
る
傾
向
は
否
め
な
い
。
今
後
は
、
蓄
積
さ
れ

た
研
究
成
果
や
関
連
史
料
を
基
礎
と
し
て
、
よ
り
多
様
な
地
域
の
水
利
用
の
歴
史
的
状
況
を
探
り
、
個
別
研
究
を
深
化
さ
せ
る
と
と
も
に
、
異

な
る
地
域
間
や
現
在
の
状
況
と
の
比
較
検
討
を
通
し
て
、
乾
燥
・
半
乾
燥
地
域
の
水
利
用
の
あ
り
方
を
総
体
的
に
考
察
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　
以
上
の
近
一
〇
年
の
華
北
水
利
史
研
究
の
成
果
と
問
題
点
を
踏
ま
え
、
本
稿
に
お
い
て
は
中
国
山
西
省
の
南
西
部
、
呂
梁
山
脈
南
麓
域
に
位

置
す
る
河
津
北
部
三
遍
地
区
の
水
利
方
式
に
見
る
環
境
適
応
の
あ
り
方
を
検
討
課
題
と
す
る
。
当
地
域
を
取
り
上
げ
る
理
由
と
し
て
は
、
豊
富

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

な
水
利
碑
を
利
用
し
て
、
泉
水
（
清
水
）
と
雨
水
（
濁
水
）
を
と
も
に
利
用
す
る
清
濁
思
置
と
い
う
独
特
な
水
利
方
式
の
具
体
像
を
考
察
し
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

る
こ
と
に
よ
る
。
特
に
、
濁
水
灌
概
は
乾
燥
・
半
乾
燥
地
域
に
お
い
て
広
く
用
い
ら
れ
る
水
利
方
式
で
あ
り
な
が
ら
、
小
規
模
か
つ
分
散
的
で

あ
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
研
究
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
［
張
二
〇
〇
六
］
。
三
硲
清
濁
灌
概
方
式
の
分
析
を
通
し
て
、

濁
水
灌
概
の
基
本
的
モ
デ
ル
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
史
料
的
制
約
の
も
と
で
具
体
像
を
知
り
得
な
か
っ
た
他
地
域
の
濁
水
利
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

の
歴
史
的
状
況
を
探
る
第
一
歩
と
も
な
ろ
う
。

①
水
利
胴
に
対
す
る
安
定
性
の
追
求
は
自
然
的
・
人
為
的
な
制
約
の
も
と
で
の
自

　
然
環
境
へ
の
適
応
・
調
和
と
い
う
形
を
と
っ
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
、
そ
の
持
続
性

　
を
保
つ
こ
と
は
不
可
能
と
な
ろ
う
。
無
論
、
そ
こ
に
は
自
然
的
、
或
い
は
人
為
的

　
制
約
に
よ
っ
て
生
じ
る
逃
れ
よ
う
の
な
い
消
極
的
な
持
続
と
い
う
あ
り
様
も
存
在

　
し
よ
う
。
但
し
、
一
種
の
「
停
滞
性
」
と
も
み
な
し
う
る
こ
う
し
た
あ
り
様
す
ら

　
も
、
人
間
の
選
択
の
結
果
で
あ
る
と
と
ら
え
れ
ば
、
そ
こ
に
自
然
と
人
間
と
の
歴

　
史
的
関
係
性
を
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

②
森
田
二
〇
〇
七
に
よ
れ
ば
、
近
年
の
研
究
動
向
と
し
て
「
山
陳
地
方
で
進
み
つ

　
つ
あ
る
民
間
文
献
の
発
掘
と
田
野
調
査
に
よ
る
基
層
社
会
の
実
証
研
究
」
と
、

　
「
地
域
の
自
然
地
理
や
環
境
的
実
態
や
視
野
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
」
が
挙
げ
ら
れ

　
る
。
ま
た
、
方
法
論
の
面
で
は
日
本
の
研
究
が
心
志
を
中
心
と
す
る
公
的
文
献
の

　
限
界
内
に
あ
っ
た
と
し
、
環
境
へ
の
視
線
に
つ
い
て
も
日
本
の
研
究
に
欠
如
し
て

　
い
た
部
分
で
あ
っ
た
と
し
た
上
で
、
水
利
史
と
環
境
史
と
の
緊
密
な
結
合
が
研
究

　
の
進
展
に
不
可
欠
で
あ
る
と
す
る
。

③
水
晶
と
は
水
権
の
所
在
を
示
す
証
書
で
あ
り
、
引
水
時
刻
、
引
水
戸
、
灌
概
地

　
面
積
な
ど
の
帳
簿
や
各
種
水
利
規
約
が
記
載
さ
れ
、
水
資
源
分
配
の
主
要
な
根
拠

　
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
「
地
方
資
料
偏
と
総
称
さ
れ
る
水
冊
・
水
利
碑
お
よ
び
水
利

　
伝
説
に
つ
い
て
は
、
田
二
〇
〇
六
に
具
体
的
事
例
に
基
づ
く
詳
細
な
分
析
が
な
さ

　
れ
る
。

④
現
地
調
査
を
通
し
た
水
利
史
研
究
と
言
え
ば
、
一
九
四
〇
年
よ
り
四
四
年
に
か

　
け
て
満
鉄
調
査
部
慣
行
班
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
華
北
農
村
慣
行
調
査
が
著
名
で
あ

　
る
。
河
北
・
山
東
に
お
け
る
社
会
慣
行
全
般
を
対
象
と
し
た
本
調
査
に
お
い
て
は
、
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清濁灌瀧方式が持つ水環境問題への対応力（井黒）

　
豊
富
な
水
利
用
に
関
す
る
資
料
も
収
集
さ
れ
、
そ
の
成
果
を
基
に
し
て
戦
後
の
水

　
利
共
同
体
論
争
が
展
開
さ
れ
た
こ
と
も
周
知
の
事
実
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
華
北

　
農
村
慣
行
調
査
の
調
査
方
針
が
村
民
か
ら
の
聞
き
取
り
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ

　
り
、
文
書
資
料
が
補
助
的
地
位
に
置
か
れ
た
の
に
対
し
て
［
岸
本
一
九
九
三
］
、

　
中
之
国
際
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
水
利
罵
に
関
連
す
る
事
象
を
中
核
に
据
え
た
上
で
、

　
文
字
史
料
の
収
集
が
第
一
義
に
掲
げ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
対
象
地
域
が
黄
土
高
原

　
地
帯
の
陳
西
・
山
西
省
内
の
四
地
点
に
限
定
さ
れ
た
点
に
そ
の
特
徴
を
見
い
だ
せ

　
る
。

⑤
近
年
の
華
北
水
利
社
会
史
研
究
を
牽
引
す
る
研
究
機
関
の
一
つ
が
、
山
西
大
学

　
中
国
社
会
史
研
究
中
心
で
あ
る
。
ま
さ
に
地
の
利
を
生
か
し
た
そ
の
研
究
成
果
は
、

　
現
地
調
査
に
基
づ
く
文
献
史
料
の
収
集
と
整
理
を
通
し
て
着
実
に
積
み
重
ね
ら
れ

　
て
い
る
。
主
た
る
成
果
の
一
端
を
示
せ
ば
、
行
龍
は
カ
ー
ル
・
ウ
ィ
ッ
ト
フ
ォ
ー

　
ゲ
ル
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
東
方
専
制
主
義
に
基
づ
く
治
水
社
会
に
紺
す
る
批
判

　
と
し
て
、
水
利
用
を
中
心
と
し
て
成
立
す
る
地
域
社
会
を
水
利
社
会
と
と
ら
え
、

　
水
利
社
会
の
変
化
を
入
口
・
資
源
・
環
境
の
面
か
ら
考
察
す
る
。
ま
た
、
張
俊
峰

　
は
行
龍
の
理
論
を
継
承
す
る
と
と
も
に
、
水
利
社
会
を
水
資
源
の
類
型
に
応
じ
て

　
河
水
・
湖
水
・
泉
水
・
洪
水
の
四
タ
イ
プ
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
水
利
社
会
が

　
持
つ
特
質
を
分
析
す
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
胡
藤
沢
は
従
来
の
農
業
用
水
を
申

　
心
と
す
る
水
利
屠
の
考
察
に
は
偏
向
が
あ
る
と
し
て
、
井
戸
や
た
め
池
を
用
い
る

　
B
常
用
水
に
関
す
る
検
討
を
行
う
な
ど
、
い
ず
れ
も
水
冊
・
水
利
碑
を
縦
横
に
駆

　
忙
し
て
山
西
水
利
社
会
の
分
析
を
行
う
点
に
特
徴
を
見
い
だ
せ
る
。
本
稿
に
お
い

　
て
は
、
紙
幅
の
関
係
上
、
関
連
す
る
最
小
限
の
論
考
を
挙
げ
る
に
止
め
、
近
年
の

　
華
北
水
利
史
研
究
全
般
に
対
す
る
よ
り
詳
細
な
紹
介
は
別
稿
に
て
行
う
予
定
で
あ

　
る
。

⑥
こ
の
ほ
か
、
『
民
俗
曲
芸
葡
誌
上
に
水
利
信
仰
・
水
神
祭
紀
に
関
す
る
論
考
が

　
多
数
掲
載
さ
れ
る
。

⑦
水
利
碑
の
持
つ
特
徴
と
し
て
、
典
籍
史
料
に
お
け
る
稀
見
性
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
他
の
碑
刻
史
料
と
比
較
し
て
、
よ
り
地
域
限
定
的
で
実
用
性
が
重
視
さ
れ
る
水
利

　
碑
は
、
石
刻
書
や
地
方
志
に
収
録
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
水

　
石
碑
の
利
用
に
当
た
っ
て
は
現
地
調
査
を
行
い
、
電
文
の
作
成
を
行
う
こ
と
が
必

　
須
の
条
件
と
な
る
。
従
っ
て
、
資
料
集
の
出
版
や
各
研
究
者
に
よ
る
録
文
の
作
成

　
と
公
開
は
、
自
ら
の
主
張
の
根
拠
を
明
示
し
、
情
報
を
共
営
す
る
上
で
き
わ
め
て

　
重
要
な
意
味
を
持
つ
。

⑧
筆
者
は
二
〇
〇
六
年
九
月
、
一
δ
〇
七
年
＝
月
の
二
度
に
亘
り
、
河
津
市
北

　
部
三
硲
地
区
の
村
々
を
訪
れ
石
刻
史
料
の
調
査
を
行
っ
た
。
中
で
も
、
後
者
は
山

　
西
大
学
社
会
史
研
究
中
心
の
社
会
史
資
料
収
集
の
一
貫
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で

　
あ
り
、
張
鴬
唇
副
教
授
に
同
行
し
て
聞
き
取
り
を
含
め
た
現
地
調
査
を
行
っ
た
。

　
二
度
の
調
査
を
通
し
て
、
固
鎮
村
内
の
診
療
所
に
全
七
点
、
時
代
は
明
代
洪
武
年

　
間
か
ら
清
二
道
光
年
間
（
一
四
一
一
九
世
紀
）
に
及
ぶ
水
利
碑
の
現
存
が
確
認
で

　
き
た
。
当
地
域
の
水
利
碑
に
関
し
て
は
、
讐
河
東
水
利
碑
刻
瞼
や
『
三
硲
誌
』
、

　
『
河
津
水
利
憲
』
が
公
刊
さ
れ
網
羅
的
に
関
連
史
料
が
収
集
さ
れ
る
が
、
固
鎮
村

　
の
当
該
版
刻
は
い
ず
れ
に
お
い
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
。
本
稿
に
て
利
用
す
る

　
史
料
の
内
、
こ
れ
ま
で
未
発
表
の
固
辞
村
に
現
存
す
る
水
利
碑
に
つ
い
て
は
、
張

　
副
教
授
を
通
じ
て
研
究
申
越
よ
り
利
用
の
許
可
を
得
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
記

　
し
て
、
関
係
各
位
に
深
甚
な
る
感
謝
の
意
を
表
す
と
と
も
に
、
今
後
の
研
究
に
資

　
す
る
よ
う
史
料
全
文
を
提
示
す
る
。
な
お
、
固
鎮
村
の
碑
刻
が
本
来
置
か
れ
て
い

　
た
場
所
は
不
明
で
あ
る
が
、
現
在
床
石
と
し
て
用
い
ら
れ
る
診
療
所
の
東
隣
に
戯

　
台
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
以
前
、
本
診
療
所
が
廟
の
敷
地
内
に
当
た
り
、

　
そ
こ
に
置
か
れ
た
碑
刻
が
石
材
と
し
て
再
利
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
再
利
用

　
の
時
期
に
関
し
て
は
、
未
だ
信
頼
に
足
る
情
報
は
得
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
再
利

　
用
さ
れ
た
蒔
点
こ
そ
が
水
利
碑
の
実
用
性
に
終
止
符
が
打
た
れ
歴
史
的
役
割
を
終

　
え
た
時
と
考
え
れ
ば
、
歴
史
的
な
清
濁
灌
概
方
式
の
終
末
を
見
極
め
る
た
め
に
も
、

　
引
き
続
き
聞
き
取
り
調
査
と
関
連
資
料
の
収
集
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

⑨
現
代
中
国
語
で
は
一
般
的
に
「
洪
水
灌
概
偏
の
語
が
用
い
ら
れ
る
が
、
実
質
的
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に
は
傾
斜
地
に
お
い
て
水
路
を
用
い
て
水
を
流
し
瀧
黙
す
る
溢
流
瀧
概
に
相
当
す

　
る
も
の
で
あ
り
、
日
本
語
の
洪
水
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
と
は
異
な
る
ニ
ュ
ア
ン
ス

　
を
含
む
。
さ
ら
に
、
各
種
史
料
に
お
い
て
は
主
に
濁
水
と
表
記
さ
れ
る
た
め
、
本

　
稿
で
は
史
料
に
即
し
て
濁
水
お
よ
び
濁
水
灌
概
の
語
を
用
い
る
。

⑩
濁
水
灌
瀧
を
扱
っ
た
最
新
の
研
究
に
王
二
〇
〇
七
が
あ
り
、
「
洪
水
灌
瀧
」
の

　
水
源
を
多
沙
河
流
洪
水
と
山
区
丘
陵
地
帯
の
山
洪
水
の
両
種
に
大
別
す
る
。
さ
ら

に
、
「
洪
水
資
源
」
の
開
発
利
用
は
、
乾
燥
・
半
乾
燥
丘
陵
地
区
の
劣
悪
な
環
境

に
抵
抗
す
る
有
効
な
手
段
と
な
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
基
礎
と
し
て
成
り
立
つ
作

物
の
選
択
、
耕
作
制
度
、
分
水
制
度
は
、
流
域
内
の
村
庄
に
豊
か
な
報
い
を
も
た

ら
し
、
当
地
域
の
社
会
経
済
の
安
定
と
発
展
を
維
持
し
た
と
結
論
づ
け
る
。
極
め

て
首
肯
す
べ
き
見
解
で
あ
る
。
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第
一
章
　
呂
梁
山
麓
域
の
水
資
源
と
農
業

　
ま
ず
は
、
三
硲
地
区
の
地
理
・
自
然
環
境
の
概
略
を
示
す
。
三
硲
地
区
と
は
、
山
西
省
西
部
を
縦
断
す
る
呂
梁
山
脈
の
支
脈
で
あ
る
火
焔
山

脈
の
一
角
、
紫
金
山
の
南
麓
に
広
が
る
海
抜
四
五
〇
～
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
扇
状
地
を
指
す
。
現
在
の
年
平
均
気
温
は
＝
二
度
、
年
平
均
降
雨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

量
が
五
㏄
八
ミ
リ
の
半
乾
燥
地
域
に
相
当
し
、
全
降
雨
量
の
六
〇
～
七
〇
％
が
夏
秋
季
（
七
～
九
月
）
に
集
申
す
る
。
当
地
域
で
は
膳
立
・
遮

馬
硲
・
神
硲
の
三
峡
谷
か
ら
の
流
出
水
（
泉
水
と
雨
水
）
を
水
路
に
よ
っ
て
導
き
、
扇
頂
・
扇
央
部
に
お
い
て
生
活
お
よ
び
農
業
用
水
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

用
い
て
き
た
。
但
し
、
不
安
定
か
つ
乏
し
い
水
量
に
加
え
て
、
段
丘
下
に
位
置
す
る
黄
河
・
溌
河
か
ら
の
引
水
も
不
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

水
資
源
の
確
保
が
生
業
お
よ
び
生
命
の
維
持
に
不
可
欠
の
条
件
と
な
る
。
な
お
、
当
地
域
に
お
い
て
は
二
〇
世
紀
初
頭
に
至
る
ま
で
、
地
下
水

の
利
用
は
ほ
ぼ
見
ら
れ
な
い
。

　
太
原
普
祠
難
老
泉
や
洪
洞
広
勝
寺
霧
泉
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
山
西
地
域
の
泉
水
は
、
質
量
と
も
に
極
め
て
良
好
な
水
資
源
で
あ
り
、
生
活
・

灌
概
用
水
に
止
ま
ら
ず
、
製
紙
や
水
力
加
工
に
も
用
い
ら
れ
て
き
た
［
張
二
〇
〇
五
］
。
ま
た
、
地
域
に
よ
っ
て
洪
水
、
猛
水
、
渾
水
、
雷
鳴
水
、

天
河
水
と
も
呼
ば
れ
る
濁
水
は
、
夏
秋
季
に
集
中
す
る
山
地
の
雨
水
が
峡
谷
に
集
ま
っ
て
流
出
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
灌
概
用
水
に
用
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

る
濁
水
灌
概
の
方
式
は
、
呂
梁
山
脈
東
麓
か
ら
南
麓
に
か
け
て
の
山
麓
域
に
広
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
呂
梁
山
麓
域
で
の
濁
水
灌
概
に
関
し
て
、
ま
ず
は
咽
続
資
治
通
雨
長
編
』
に
見
え
る
轡
師
孟
の
事
績
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
同
書
巻
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錫
珍
耐
讐
黍
羅

［図一］　呂梁山脈南望地函（『中華

　　民国新地図壽を基に作成）

　　一

［図二］　三硲地図（ぎ山西省地図

　　集』を基に作成）↓
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二
七
七
・
煕
寧
九
年
（
一
〇
七
六
）
八
月
庚
戌
条
に
よ
れ
ば
、

全
国
の
水
利
行
政
を
預
か
る
権
判
都
学
監
の
任
に
あ
っ
た
程
師

孟
は
、
京
東
・
京
西
瓜
（
現
在
の
山
東
・
河
南
）
の
ア
ル
カ
リ
土

壌
地
改
良
の
方
法
を
進
言
す
る
中
で
、
自
身
が
提
点
河
東
刑
獄

兼
河
渠
事
と
し
て
行
っ
た
農
業
水
利
事
業
を
参
考
事
例
と
し
て

挙
げ
る
。
そ
の
内
容
を
ま
と
め
れ
ば
、
毎
歳
春
夏
季
の
大
雨
よ

っ
て
発
生
し
、
山
々
の
水
を
集
め
て
流
れ
出
す
濁
流
は
、
陰
暦

六
月
頃
に
山
雪
が
融
け
て
流
入
す
る
こ
と
で
生
じ
る
黄
河
の
麩

山
水
と
呼
ば
れ
る
状
態
に
類
似
す
る
も
の
で
あ
り
、
河
東
路

（
現
在
の
山
西
）
で
は
天
河
水
と
称
さ
れ
る
。
寸
志
正
平
灘
南

董
村
（
現
在
の
稜
山
県
）
の
磁
壁
谷
水
に
お
い
て
資
金
を
与
え

て
民
に
水
路
を
開
か
せ
、
天
河
水
を
用
い
て
灌
概
を
行
わ
せ
た

と
こ
ろ
、
従
来
と
比
較
し
て
四
、
五
倍
の
収
穫
を
得
る
こ
と
が

で
き
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
他
の
州
県
に
お
い
て
も
水
路
を
開
い

て
堰
を
設
置
し
、
天
河
水
お
よ
び
泉
水
の
利
用
を
推
進
す
る
と

と
も
に
、
そ
の
方
法
を
『
水
利
図
経
』
二
巻
に
ま
と
め
、
州
県

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
頒
布
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
濁
水
灌
概
は
山
中
の
動
物
の
死
骸
や
糞
、
さ
ら
に
落

葉
や
腐
敗
し
た
植
物
を
包
摂
す
る
こ
と
で
、
灌
概
地
に
豊
か
な
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⑤

養
分
を
も
た
ら
す
と
い
う
効
能
を
有
し
た
。
濁
水
に
含
ま
れ
る
養
分
を
土
壌
の
肥
沃
化
や
ア
ル
カ
リ
土
壌
の
改
良
に
利
用
す
る
技
術
は
「
骨
無

游
灌
」
と
呼
ば
れ
、
古
代
関
中
に
お
け
る
漣
水
灌
概
が
有
名
で
あ
る
が
、
現
在
で
も
草
聖
・
陳
西
・
山
西
・
内
蒙
古
・
河
北
・
遼
寧
な
ど
の
乾

燥
・
半
乾
燥
地
、
さ
ら
に
雲
南
な
ど
の
山
間
部
で
広
く
用
い
ら
れ
る
農
業
技
術
で
も
あ
る
。
呂
梁
山
麓
に
お
け
る
事
例
と
し
て
は
、
東
麓
沿
陽

県
の
金
代
泰
和
五
年
（
一
二
〇
五
）
「
永
豊
渠
記
碑
」
（
蕩
若
紫
金
石
類
麺
石
類
・
巻
五
）
に
、
「
人
遣
畜
牧
、
難
清
泉
断
流
、
若
渾
水
一
過
、
既

糞
且
潤
、
事
象
以
閣
（
皇
儲
）
」
と
あ
り
、
家
畜
の
糞
尿
が
濁
水
に
包
摂
さ
れ
、
土
壌
に
水
分
と
と
も
に
養
分
が
注
ぎ
込
ま
れ
る
と
し
て
、
山

麓
域
に
お
け
る
牧
畜
が
農
業
と
の
有
機
的
結
合
を
果
た
し
た
状
況
が
窺
え
る
。

　
同
じ
く
呂
梁
山
脈
東
麓
に
位
置
す
る
洪
洞
県
普
虚
血
も
濁
水
を
水
源
と
す
る
渠
道
で
あ
り
、
そ
の
水
連
（
編
纂
時
期
に
関
す
る
記
載
は
な
い
が
、

序
文
の
内
容
か
ら
清
代
［
康
煕
二
二
年
（
～
六
八
三
）
以
降
］
と
推
定
）
に
は
、
水
資
源
と
山
地
植
生
の
関
連
性
に
言
及
す
る
記
載
が
見
え
、
上
流
側

村
庄
に
よ
る
過
大
な
引
水
と
降
雨
量
の
稀
少
さ
が
早
智
実
施
を
困
難
と
す
る
原
因
と
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
降
雨
量
減
少
を
引
き
起
こ
す
原
因

と
し
て
は
、
民
衆
の
無
知
に
よ
る
森
林
の
乱
伐
と
育
成
の
不
備
に
由
来
す
る
山
地
の
樹
木
減
少
が
挙
げ
ら
れ
、
植
樹
と
伐
採
の
禁
止
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

森
林
植
生
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
で
、
降
雨
量
の
増
加
を
図
る
と
い
う
見
解
が
述
べ
ら
れ
る
（
『
洪
洞
県
水
利
志
補
』
下
巻
・
普
潤
渠
）
。

　
こ
こ
で
は
、
一
九
世
紀
初
頭
に
河
西
回
廊
祁
連
山
の
森
林
保
護
を
説
い
た
「
八
宝
山
松
林
積
雪
説
」
（
『
甘
州
府
志
』
巻
四
・
山
川
）
に
見
ら
れ

る
よ
う
な
、
植
生
の
有
無
が
森
林
の
水
分
酒
養
生
を
左
右
す
る
と
い
う
意
識
は
窺
え
ず
、
植
生
の
多
寡
自
体
が
降
雨
量
を
左
右
す
る
と
の
理
解

　
　
　
　
⑦

が
な
さ
れ
る
。
こ
れ
も
植
林
を
通
し
て
濁
水
灌
概
の
持
つ
時
期
的
な
不
安
定
性
を
是
正
せ
ん
と
す
る
環
境
意
識
の
現
れ
で
あ
る
が
、
森
林
資
源

保
護
に
対
す
る
認
識
自
体
は
水
資
源
確
保
を
目
的
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
二
義
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

　
三
主
地
区
の
農
業
に
関
し
て
は
、
後
述
す
る
万
暦
年
間
「
平
皿
府
豊
州
河
津
水
利
榜
文
」
（
『
河
東
水
利
碑
刻
騙
一
八
八
～
九
一
頁
。
以
下
、
「
水

利
魚
文
」
と
略
す
）
に
よ
っ
て
、
清
水
灌
概
地
域
で
山
椒
（
花
椒
）
が
栽
培
さ
れ
、
冬
作
物
収
穫
の
後
に
夏
作
物
を
栽
培
し
た
こ
と
が
分
か
る
も

の
の
、
濁
水
灌
概
地
域
の
状
況
は
不
明
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
同
じ
く
濁
水
灌
瀧
地
域
に
当
た
る
上
梁
山
脈
東
麓
（
洪
難
燃
）
お
よ
び
東
南
麓

（
太
平
県
）
の
事
例
か
ら
、
そ
の
農
業
形
態
を
見
て
み
よ
う
。
な
お
、
戦
中
期
に
国
立
北
京
大
学
農
学
院
中
国
農
村
経
済
研
究
所
に
よ
っ
て
な

44　（44）



清濁灌概方式が持つ水環境問題への対応力（井黒）

さ
れ
た
現
地
調
査
の
報
告
書
で
あ
り
、
山
西
農
業
に
関
す
る
基
本
文
献
と
も
言
う
べ
き
『
山
西
農
業
と
自
然
』
の
農
業
地
域
区
分
に
お
い
て
は
、

上
記
諸
県
は
と
も
に
「
臨
沿
沿
河
流
域
」
と
し
て
一
グ
ル
ー
プ
を
形
成
す
る
［
錦
織
…
九
四
一
］
。

　
『
道
光
太
平
深
青
』
巻
一
・
輿
地
・
気
候
条
に
は
、
手
代
道
光
年
間
（
一
△
一
一
～
五
〇
）
に
お
け
る
当
地
の
気
候
と
月
ご
と
の
農
作
業
に
関

す
る
具
体
的
な
記
載
が
見
え
る
。
こ
れ
を
ま
と
め
れ
ば
、
麦
に
つ
い
て
は
、
陽
暦
九
月
上
旬
（
白
露
）
に
播
種
す
れ
ば
、
四
月
上
旬
（
清
明
）

前
後
に
生
長
し
て
、
六
月
上
旬
（
芒
種
）
に
大
麦
が
実
る
。
小
麦
の
収
穫
は
六
月
上
旬
よ
り
始
め
ら
れ
、
雨
を
避
け
る
た
め
同
月
中
旬
（
夏

至
）
に
は
全
て
収
穫
し
終
え
る
。
ミ
レ
ッ
ト
（
キ
ビ
・
ア
ワ
）
に
関
し
て
は
、
五
月
に
晩
生
種
（
早
秋
）
を
、
六
月
の
麦
収
穫
後
に
早
生
種
（
晩

秋
）
を
播
種
し
て
九
月
中
収
穫
す
る
。
そ
の
他
、
四
月
上
旬
前
後
に
高
梁
を
播
種
し
、
七
月
中
旬
か
ら
八
月
上
旬
（
中
伏
・
末
伏
）
に
か
け
て
大

根
と
蕪
を
植
え
、
大
豆
と
疏
菜
と
と
も
に
｝
○
月
に
収
穫
す
る
。

　
同
書
に
お
い
て
、
特
に
水
分
の
供
給
が
必
要
と
さ
れ
る
の
は
四
月
と
七
月
の
両
月
で
あ
り
、
四
月
は
小
麦
の
発
芽
と
高
梁
の
作
付
け
の
時
期

に
、
七
月
は
夏
作
物
の
発
育
期
、
さ
ら
に
麦
播
種
の
直
前
に
あ
た
る
。
ま
た
『
洪
洞
県
水
利
難
論
』
巻
下
所
収
の
同
治
七
年
（
一
八
六
八
）
序

「
潤
滑
渠
書
冊
」
に
お
い
て
も
、
小
麦
播
種
の
前
に
土
壌
に
水
分
が
供
給
さ
れ
る
こ
と
が
良
好
な
発
育
の
条
件
で
あ
り
、
冬
か
ら
春
に
再
度
雨

雪
を
経
る
こ
と
で
豊
作
が
期
待
で
き
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
六
～
八
月
に
お
け
る
濁
水
の
発
生
に
よ
り
、
冬
作
物
で
あ
る
小
麦
の
播
種
前

に
土
壌
に
水
分
が
供
給
さ
れ
、
そ
の
含
有
成
分
に
よ
り
土
壌
が
肥
沃
化
さ
れ
る
こ
と
で
、
小
麦
栽
培
に
優
良
な
条
件
が
具
わ
る
こ
と
と
な
る
。

さ
ら
に
、
当
該
時
期
の
水
分
供
給
は
ミ
レ
ッ
ト
に
加
え
て
、
大
根
や
蕪
、
大
豆
、
疏
菜
な
ど
夏
作
物
の
栽
培
に
も
有
効
に
作
用
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　
安
定
し
た
水
量
を
維
持
す
る
泉
水
を
用
い
た
清
水
灌
概
に
対
し
て
、
雨
水
を
水
源
と
す
る
濁
水
灌
概
は
量
的
・
時
期
的
に
極
め
て
不
安
定
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
但
し
、
広
く
白
痴
中
に
降
っ
た
雨
水
を
峡
谷
に
集
め
、
水
路
に
よ
っ
て
耕
地
に
導
く
こ
と
で
、
地
域
的
な
降
雨

に
依
存
す
る
天
水
農
業
で
は
利
用
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
よ
り
広
域
の
降
水
を
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
山
霊
中
の
降
雨
を
集
め
る
集

　
　
　
　
　
⑨

水
域
の
広
さ
は
、
そ
の
量
の
面
に
お
い
て
不
安
定
性
を
一
定
程
度
改
善
す
る
も
の
で
あ
り
、
豊
か
な
含
有
成
分
の
供
給
に
よ
る
土
壌
の
肥
沃
化

45　（45）



や
ア
ル
カ
リ
土
壌
の
改
良
な
ど
と
と
も
に
濁
水
灌
概
の
優
れ
た
効
能
と
な
る
。

①
各
デ
ー
タ
は
『
三
峰
誌
』
お
よ
び
『
河
津
水
利
志
㎞
に
依
る
。

②
万
暦
三
九
年
（
一
六
＝
）
「
水
利
榜
文
叙
」
（
『
河
東
水
利
碑
刻
隔
一
九
五
～

　
六
頁
）
に
よ
れ
ば
、
河
津
県
内
に
お
い
て
僅
か
に
恵
ま
れ
た
水
環
境
に
あ
る
三
硲

　
地
区
で
さ
え
、
そ
の
水
源
と
な
る
泉
水
（
清
水
）
の
流
愚
は
乏
し
く
、
灌
概
耕
地

　
面
積
は
緯
・
夏
・
嚢
陵
・
聞
喜
の
諸
県
に
比
し
て
一
〇
分
の
～
に
も
及
ば
な
い
と

　
さ
れ
る
。

③
『
民
国
無
機
県
志
睡
巻
五
・
山
川
考
・
水
利
に
よ
れ
ば
、
呂
梁
山
脈
中
に
位
置

　
す
る
郷
寧
県
の
各
峡
谷
（
溝
）
は
、
冬
は
著
れ
て
い
る
が
夏
に
は
水
が
あ
ふ
れ
、

　
こ
れ
を
近
隣
の
太
平
・
外
山
・
河
津
の
諸
県
で
は
渠
道
を
用
い
て
幕
議
用
水
と
し

　
て
利
用
し
て
い
る
が
、
郷
寧
県
内
で
は
全
く
利
用
で
き
な
い
と
す
る
。
さ
ら
に

　
噌
洪
洞
県
水
利
厳
器
騙
下
巻
に
収
録
さ
れ
る
康
煕
二
八
年
初
一
六
八
九
）
「
節
抄

　
広
平
渠
冊
」
の
序
文
に
よ
れ
ば
、
地
下
水
の
水
位
が
低
い
呂
梁
山
麓
域
に
お
い
て

　
は
、
井
戸
掘
劇
に
よ
る
地
下
水
の
利
用
は
困
難
で
あ
り
、
濁
水
が
唯
一
依
存
す
べ

　
き
灌
概
用
水
と
な
っ
た
と
す
る
な
ど
、
濁
水
の
有
用
性
と
灌
概
用
水
と
し
て
の
広

　
範
な
利
用
状
況
が
語
ら
れ
る
。

④
程
師
孟
の
事
績
に
関
し
て
は
、
『
宋
史
』
巻
九
五
・
河
渠
憲
・
河
北
諸
水
お
よ

　
び
巻
瓢
一
…
二
一
・
風
師
孟
伝
、
巻
四
二
六
・
循
吏
伝
・
程
師
孟
条
、
『
宋
概
要
輯

　
稿
』
食
貨
七
之
二
九
・
水
利
上
・
熈
寧
九
年
八
月
二
十
四
日
に
も
同
内
容
の
記
載

　
が
見
え
る
。

⑤
凹
中
国
大
帝
科
全
書
水
利
㎞
（
第
一
版
、
一
九
九
二
年
）
引
洪
渥
灌
に
よ
れ

　
ば
、
山
地
か
ら
流
れ
出
す
濁
水
に
は
有
機
物
以
外
に
、
窒
素
や
リ
ン
、
カ
リ
ウ
ム

　
な
ど
の
無
機
物
が
大
量
に
含
ま
れ
る
と
さ
れ
る
。

⑥
『
罠
国
憂
欝
講
論
輪
巻
五
・
山
川
考
・
種
植
条
に
は
、
郷
寧
県
に
お
け
る
山
林

　
荒
廃
の
状
況
と
そ
の
対
策
と
し
て
の
植
林
に
関
す
る
記
載
が
見
え
る
。
郷
寧
県
の

　
産
業
と
し
て
は
呂
梁
山
脈
中
に
お
け
る
眉
炭
採
掘
と
陶
磁
器
製
造
が
著
名
で
あ
り
、

　
特
に
そ
の
石
炭
埋
蔵
量
は
山
西
省
内
に
お
い
て
も
有
数
の
規
模
を
誇
り
、
掬
西
・

　
挾
西
・
河
南
へ
の
販
路
を
有
し
た
。
こ
れ
ら
鉱
工
業
開
発
が
森
林
植
生
な
ら
び
に

　
流
出
水
量
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑦
景
二
〇
〇
七
に
お
い
て
は
、
大
規
模
な
森
林
減
少
が
地
表
反
射
率
に
影
響
を
及

　
ぼ
し
、
降
雨
量
の
滅
少
を
招
い
た
と
さ
れ
る
が
、
小
地
域
に
お
け
る
森
林
の
多
寡

　
が
降
雨
量
に
影
響
を
及
ぼ
し
得
た
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
。

⑧
竹
内
・
羅
一
九
八
四
に
は
、
時
に
人
命
を
奪
う
ほ
ど
の
危
険
性
を
有
す
る
濁
水

　
発
生
時
の
状
況
が
、
対
談
者
で
あ
る
羅
漂
明
自
身
の
経
験
と
し
て
生
き
生
き
と
叙

　
述
さ
れ
る
。

⑨
門
三
硲
誌
㎞
の
デ
ー
タ
に
よ
り
、
現
在
の
三
硲
の
集
水
面
積
を
示
せ
ば
、
遮
馬

　
硲
（
一
一
四
平
方
キ
ロ
）
、
瓜
硲
（
一
六
〇
・
五
平
方
キ
ロ
）
、
二
三
（
○
・
五
平
方

　
キ
ロ
）
と
な
る
。
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第
二
章
　
清
濁
灌
滅
の
仕
組
み

第
一
節
　
清
濁
瀧
瀧
方
式
の
制
度
的
確
立

清濁灌瀧方式が持つ水環境問題への対応力（井黒）－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
明
代
洪
武
二
二
年
（
一
三
八
九
）
に
三
盛
地
域
の
水
利
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
、
刑
部
侍
郎
の
凌
漢
が
現
地
に
派
遣
さ
れ
た
。
そ
の
経
緯
は

［
史
料
一
］
（
以
下
、
「
凌
漢
単
文
」
と
呼
ぶ
）
お
よ
び
「
水
利
春
巻
」
に
記
さ
れ
る
。
前
者
に
よ
れ
ば
、
京
師
（
南
京
）
の
華
蓋
殿
に
お
い
て
、

洪
言
霊
が
刑
部
右
侍
郎
凌
漢
に
山
西
河
津
県
の
水
争
裁
定
の
た
め
に
現
地
へ
赴
き
、
地
理
環
境
を
視
察
し
て
争
い
を
裁
断
す
る
よ
う
命
ず
る
聖

旨
を
下
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
凌
漢
は
自
ら
瓜
硲
お
よ
び
流
域
の
水
路
や
田
地
を
視
察
し
、
水
争
の
当
事
者
た
る
瓜
硲
清
水
使
用
の
午
重
恩

ら
北
四
里
（
北
午
芹
・
南
午
芹
・
干
澗
・
固
鎮
）
と
瓜
硲
濁
水
使
用
の
僧
楼
里
ら
南
五
里
（
孫
彪
・
僧
楼
・
東
長
・
光
徳
、
残
る
一
里
は
不
明
）
か
ら
関

係
者
を
出
頭
さ
せ
調
書
を
作
成
し
た
上
で
、
清
水
使
用
の
北
四
里
が
濁
水
の
流
れ
を
阻
害
し
、
灌
煮
干
を
非
命
概
地
と
し
て
申
告
し
た
不
正
を

糾
し
た
。
そ
の
裁
定
結
果
は
榜
文
に
記
さ
れ
、
河
津
県
に
て
保
管
さ
れ
て
永
久
的
な
「
定
式
」
と
さ
れ
た
が
、
具
体
的
内
容
は
記
さ
れ
な
い
。

　
後
者
の
「
水
利
榜
文
」
に
関
し
て
は
、
万
暦
三
九
年
「
水
利
榜
文
無
」
に
よ
っ
て
、
節
士
に
掲
示
さ
れ
た
榜
文
が
二
百
年
あ
ま
り
の
歳
月
を

経
て
損
壊
し
た
た
め
、
新
た
に
石
碑
に
そ
の
内
容
を
刻
ん
で
後
世
に
伝
え
ん
と
し
て
製
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
「
水
利

電
文
叙
」
に
お
い
て
は
、
「
全
機
奏
文
」
中
の
「
定
式
」
は
「
清
濁
遠
近
の
例
し
と
呼
ば
れ
、
ま
た
「
水
利
榜
文
」
で
は
凌
漢
の
現
地
調
査
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

成
果
を
「
地
有
遠
近
、
定
有
繁
稀
、
糧
有
軽
重
、
各
有
分
別
」
と
称
す
る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
尊
慮
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
規
定
と
は
、
地

域
（
遠
近
）
と
水
源
（
清
濁
）
を
区
別
し
、
こ
れ
に
応
じ
て
負
担
税
額
を
設
定
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
推
定
し
得
る
。
以
下
、
そ
の
具

体
的
内
容
を
見
て
い
こ
う
。

　
ま
ず
は
、
水
源
と
村
庄
の
地
理
的
関
係
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
［
二
三
］
は
民
国
時
代
の
三
硲
水
路
誌
に
清
濁
利
用
村
庄
を
プ
ロ
ッ
ト
し

た
図
で
あ
る
。
丸
で
囲
っ
た
清
水
利
用
村
庄
が
扇
頂
部
に
、
四
角
で
囲
っ
た
濁
水
利
用
握
拳
が
扇
央
部
に
位
置
す
る
こ
と
が
分
か
る
。
「
水
利
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嘩
＼
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紅
石
渠

　　　遮
　　　藷

　
　
西
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じ
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北
方
平
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勿
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引

　
　
　
　
圏

劇
／
個
噛

［図三］　三硲清濁利用別村落分布図（山西省水利庁所蔵民国「三硲

　　渠道絵図」を基に作成。○は清水利用村庄、口は濁水利用村
　　庄、塗り部分は清水の渠道を示す。）

三
文
」
に
よ
れ
ば
、
清
水
が
三
々
と
わ

き
出
る
源
泉
を
水
源
と
し
て
昼
夜
を
問

わ
ず
常
に
流
れ
下
る
も
の
で
、
山
麓
近

辺
の
人
々
が
そ
の
恩
沢
を
被
る
の
に
対

し
て
、
濁
水
は
夏
秋
季
の
大
雨
の
後
に

諸
山
か
ら
の
流
出
水
を
集
め
て
流
れ
出

る
も
の
で
、
山
麓
か
ら
離
れ
た
居
民
が

こ
れ
を
利
用
す
る
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

水
源
か
ら
居
住
村
庄
ま
で
の
距
離
と
い

う
地
理
的
条
件
一
「
地
有
遠
近
」
を

基
に
、
上
流
側
（
扇
頂
部
）
村
庄
が
清

水
を
利
用
し
、
中
流
側
（
扇
央
部
）
村

庄
は
濁
水
を
利
用
す
る
「
地
域
の
別
」

が
こ
こ
に
制
度
と
し
て
規
定
さ
れ
た
の
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で
あ
る
。

　
次
に
、
清
濁
の
両
水
源
に
関
し
て
は
、
「
水
利
撰
文
」
及
び
康
煕
二
一
二
年
（
一
六
八
四
）
「
三
週
半
規
碑
」
（
『
河
東
水
利
碑
刻
』
二
〇
〇
～
二
頁
）

に
、
村
庄
ご
と
に
利
用
可
能
な
水
源
を
「
遮
馬
硲
の
清
水
」
、
或
い
は
「
瓜
硲
の
濁
水
」
な
ど
と
す
る
記
載
が
見
え
る
。
割
信
と
水
源
の
対
応

関
係
は
、
『
三
重
誌
』
所
収
の
雍
正
七
年
（
一
七
二
九
）
「
河
津
県
民
史
良
秀
等
圧
陳
三
林
等
塞
塞
二
上
一
案
」
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
で

は
、
藍
庄
の
陳
三
林
ら
が
黒
道
を
堰
き
止
め
不
法
に
乱
書
用
水
を
盗
用
し
て
い
る
と
訴
え
出
た
原
告
干
澗
村
の
史
良
秀
の
言
と
し
て
、
「
一
個



清濁灌1既方式が持つ水環境問題への対応力（井黒）

使
的
是
遮
馬
硲
清
水
、
那
陳
三
林
学
的
瓜
硲
濁
水
」
の
語
が
見
え
、
被
告
側
の
陳
三
林
も
そ
の
反
論
の
中
で
「
我
椚
使
的
是
瓜
硲
濁
水
、
那
史

良
秀
等
使
的
是
遮
馬
硲
清
水
、
与
我
椚
風
馬
牛
不
相
及
」
と
述
べ
る
。

　
こ
こ
で
、
原
告
・
被
告
双
方
が
述
べ
る
干
澗
・
藍
庄
の
利
用
水
源
に
関
す
る
認
識
は
完
全
に
一
致
す
る
と
と
も
に
、
山
西
巡
撫
に
よ
る
裁
定

も
濁
水
の
盗
用
を
行
っ
た
と
し
て
原
告
側
帯
良
秀
ら
を
処
罰
す
る
内
容
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
村
庄
ご
と
の
水
源
規
定
は
、
水
争
の
際
に
互

い
の
主
張
の
根
拠
と
な
り
、
か
つ
調
停
の
根
本
的
な
判
断
基
準
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
三
親
そ
れ
ぞ
れ
の
清
濁
両
水
廻
1
「
水
里
繁

稀
」
に
利
用
可
能
な
水
源
と
村
庄
と
の
対
応
関
係
を
決
定
し
、
帯
水
の
混
用
を
防
ぐ
「
水
源
の
別
」
の
規
定
内
容
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
「
清
水
帰
渠
、
濁
水
帰
澗
」
（
万
暦
二
八
年
［
一
六
〇
〇
］
門
水
利
碑
」
『
河
東
水
利
愚
僧
』
一
九
四
～
五
頁
）
、
或
い
は
「
我
個
濁
水
有
澗
、

黒
餅
清
水
有
渠
、
是
両
不
相
侵
的
」
（
前
掲
「
河
津
県
民
史
良
秀
等
告
陳
三
林
等
垂
垂
古
渠
一
案
扁
）
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
、
清
水
の
流
れ
る
水
路
を

渠
と
、
濁
水
の
水
路
を
澗
と
呼
び
分
け
、
明
確
に
そ
の
流
路
が
分
か
た
れ
た
。
加
え
て
、
清
水
が
濁
水
の
水
路
で
あ
る
澗
を
越
え
る
際
に
は
、

架
水
槽
と
呼
ば
れ
る
水
道
橋
や
、
渡
水
橋
と
呼
ば
れ
る
上
下
二
層
式
（
人
が
上
を
歩
き
水
が
下
を
流
れ
る
）
の
橋
が
架
け
ら
れ
る
な
ど
、
施
設
面

に
お
い
て
も
両
水
の
混
清
が
防
止
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
凌
漢
裁
定
に
よ
り
瓜
硲
濁
水
利
用
村
庄
と
さ
れ
た
僧
楼
里
馬
家
塗
替
に
は
、
万
暦
一
天
年
の
紀
年
を
有
す
る
瓜
硲
の
水
路
を
刻
し
た
石
刻
図

が
現
存
す
る
（
『
河
東
水
利
碑
刻
』
所
収
）
。
そ
の
碑
陽
で
あ
る
上
掲
「
水
利
碑
」
に
は
、
三
野
の
概
況
と
清
濁
西
水
利
用
差
益
の
別
、
古
論
濁
水

の
流
路
で
あ
る
三
澗
（
天
爵
・
西
長
大
澗
・
南
下
大
澗
）
お
よ
び
三
澗
か
ら
村
雲
に
引
水
す
る
干
支
渠
の
名
称
と
利
用
村
庄
の
別
が
記
載
さ
れ
、

末
尾
に
は
濁
水
利
用
村
庄
が
負
担
す
べ
き
離
脱
額
（
後
述
）
が
列
挙
さ
れ
る
。
本
盗
道
導
は
三
硲
地
区
全
域
を
描
く
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま

で
立
石
地
で
あ
る
馬
家
墜
村
が
属
す
る
僧
籍
里
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
利
用
水
源
と
さ
れ
た
瓜
硲
濁
水
の
流
域
の
み
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

る
。
従
っ
て
、
『
三
硲
誌
』
に
収
録
さ
れ
る
干
澗
村
の
「
三
富
渠
図
」
が
画
き
出
す
流
路
や
範
囲
と
は
自
ず
と
異
な
る
。

　
現
存
す
る
若
道
図
は
僅
か
で
あ
る
が
、
各
巻
庄
に
よ
っ
て
凌
漢
の
裁
定
結
果
を
基
に
、
自
ら
の
利
用
水
源
と
水
路
の
空
間
分
布
を
明
示
す
る

渠
葬
礼
が
作
成
さ
れ
、
こ
れ
を
石
碑
に
刻
み
立
石
す
る
こ
と
で
、
水
利
用
の
権
利
を
自
他
と
も
に
対
し
て
明
確
化
す
る
と
い
う
行
為
が
な
さ
れ
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た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
う
し
た
各
村
庄
の
水
利
用
の
権
利
を
保
証
し
、
清
濁
灌
概
方
式
の
制
度
的
根
幹
を
成
し
た
も
の
こ
そ
、

っ
て
定
め
ら
れ
た
「
地
域
の
別
」
と
「
水
源
の
別
」
と
い
う
人
為
的
制
限
規
定
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

凌
乱
裁
定
に
よ

50　（50）

第
二
節
　
三
硲
灌
瀧
水
利
開
発
史
と
清
濁
灌
瀧
方
式
の
成
り
立
ち

　
凌
漢
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
た
地
域
・
水
源
の
別
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
こ
の
両
規
定
か
ら
逸
脱
し
た
主
張
を
行
う
村
庄
が
存
在
し
た
。
藤
下

村
と
固
全
村
が
そ
の
代
表
格
で
あ
り
、
両
村
は
清
代
に
至
っ
て
も
な
お
清
濁
両
水
の
利
用
権
を
主
張
し
た
。
同
治
一
一
年
（
一
八
七
二
）
「
石
動

速
記
」
（
咽
河
東
水
利
碑
裂
一
八
一
～
三
頁
）
に
見
え
る
干
澗
村
の
主
張
は
、
同
村
が
瓜
硲
と
遮
馬
硲
の
中
間
に
位
置
す
る
と
い
う
地
理
条
件
を

有
し
、
今
に
及
ぶ
ま
で
一
貫
し
て
両
硲
の
清
濁
両
水
を
利
用
し
続
け
て
き
た
と
い
う
既
成
事
実
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
干
澗
村
の
主
張

が
両
規
定
と
網
反
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
で
は
、
干
澗
村
の
溢
水
利
用
の
主
張
に
は
い
か
な
る
背
景
が
存
在
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
こ
れ
は
同
時
に
、
清
濁
詰
腹
方
式
の
成
立
と
も
関
わ
る
問
題
と
な
る
。
以
下
、
三
硲
水
利
開
発
の
歴
史
的
経
緯
の
中
か
ら
考
え
て
い
こ

う
。　

「
三
位
水
心
碑
」
冒
頭
に
見
え
る
三
硲
地
区
の
最
古
の
水
利
事
業
は
、
書
面
貞
観
年
間
の
県
令
長
孫
恕
の
事
績
に
遡
る
。
こ
れ
は
『
新
唐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

書
崩
巻
三
九
・
地
理
志
・
河
東
道
条
に
見
え
る
貞
観
二
三
年
（
六
四
九
）
の
龍
門
県
令
長
感
冒
に
よ
る
十
石
櫨
渠
と
下
鞍
鳩
渠
の
開
削
を
指
す
。

同
碑
に
お
い
て
こ
れ
に
続
く
の
が
、
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
謹
承
宗
に
よ
る
専
領
整
備
事
業
で
あ
る
。
金
玉
末
期
、
山
西
攻
略
申
の
ム
カ
リ
に
降
っ

た
押
送
は
、
鎮
西
帥
を
授
け
ら
れ
陳
西
・
漢
中
・
河
南
攻
略
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
こ
の
史
遷
を
生
ん
だ
史
氏
と
は
、
干
二
村
を
地
盤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

と
し
て
当
地
域
の
水
利
・
農
業
開
発
に
貢
献
し
た
人
物
を
輩
出
し
た
一
族
で
あ
る
。
史
遷
の
次
子
の
史
承
宗
も
ま
た
河
津
県
令
と
し
て
水
利
事

業
を
振
興
し
、
山
椒
の
植
樹
を
推
進
す
る
な
ど
、
地
域
の
中
核
と
し
て
水
利
・
農
業
振
興
に
携
わ
り
、
史
氏
一
族
は
河
津
県
一
帯
に
そ
の
影
響

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

力
を
拡
大
さ
せ
て
い
っ
た
。
続
く
明
清
時
代
に
お
い
て
も
、
干
澗
村
は
様
々
な
形
で
三
硲
地
区
の
水
利
用
に
影
響
力
を
及
ぼ
し
て
い
く
が
、
そ

の
要
因
は
遮
馬
弓
と
瓜
硲
の
中
間
に
位
置
す
る
と
い
う
地
理
条
件
に
加
え
て
、
当
地
域
に
お
け
る
伝
統
と
も
言
う
べ
き
史
氏
一
族
の
果
た
し
た
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歴
史
的
役
割
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
ま
た
、
渠
道
の
帰
属
お
よ
び
用
水
の
使
用
権
は
、
仁
道
開
削
へ
の
初
期
投
資
と
と
も
に
、
維
持
管
理
工
事
へ
の
労
働
力
と
資
金
の
供
出
に
よ

っ
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
干
澗
・
固
鎮
の
両
村
が
遮
馬
硲
清
濁
両
腰
の
使
用
権
を
主
張
す
る
背
景
に
は
、
水
利
施
設
の
維
持
管
理
に
対

す
る
人
的
・
物
的
貢
献
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
た
。
遮
童
謡
水
利
整
備
事
業
に
対
す
る
両
全
庄
の
関
与
に
つ
い
て
は
、
「
凌
漢
奏
文
」
の

故
（
固
）
鎮
里
甲
光
視
民
の
欝
に
見
え
る
よ
う
に
、
崖
を
絶
ち
切
り
石
積
み
を
な
し
、
山
洞
を
到
り
抜
い
て
水
道
を
通
す
と
い
う
難
事
業
に
よ

っ
て
導
か
れ
た
耕
馬
硲
清
水
の
使
用
権
は
、
工
事
に
携
わ
っ
た
両
点
に
の
み
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
［
史
料
二
］
に
よ
れ
ば
、

泉
源
か
ら
板
洞
堰
に
至
る
六
百
余
歩
の
間
に
石
洞
一
四
穴
が
掘
ら
れ
、
石
積
み
の
堤
堰
が
構
築
さ
れ
て
、
毎
歳
春
初
に
は
仁
道
の
挺
身
と
堤
堰

の
補
修
が
な
さ
れ
た
。
し
か
し
、
正
徳
七
年
（
一
五
一
二
）
に
至
り
、
豊
水
（
濁
水
）
の
衝
撃
に
よ
っ
て
清
水
の
堰
堤
が
崩
壊
す
る
と
、
そ
の
修

築
の
た
め
に
干
澗
・
馴
鹿
の
玉
里
か
ら
車
・
人
夫
・
銀
・
灰
・
柏
木
が
供
出
さ
れ
る
と
と
も
に
、
堰
の
西
に
龍
王
廟
が
創
建
さ
れ
て
毎
歳
二
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

二
一
日
か
ら
六
月
一
八
日
に
祭
祀
行
事
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
嘉
靖
（
　
五
二
二
～
六
六
）
・
万
暦
年
間
（
一
五
七
三
～
六
二
〇
）
に
も
遮
馬
入
清
水
の
堰
堤
と
算
道
は
し
ば
し
ば
濁
水
の
衝
撃
に
よ
り
崩
壊
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

補
修
工
事
が
な
さ
れ
た
が
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
固
鎮
・
呉
羅
の
両
里
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
峡
谷
中
に
お
け
る
清
水
堰
堤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
修
築
は
、
同
時
に
暴
発
す
る
濁
水
へ
の
対
策
を
も
意
味
し
た
の
で
あ
り
、
水
源
に
近
い
と
い
う
地
理
的
優
位
性
に
加
え
て
、
峡
谷
口
附
近
に

お
け
る
渠
道
や
堰
な
ど
水
利
施
設
の
建
造
と
維
持
管
理
へ
の
歴
史
的
貢
献
と
い
う
伝
統
に
支
え
ら
れ
て
、
上
流
側
清
水
利
用
村
庄
は
清
濁
両
界

の
使
用
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
管
見
の
限
り
に
お
い
て
は
、
濁
水
利
用
村
庄
に
よ
る
峡
谷
口
附
近
で
の
水
利
施
設
建
造
・
整
備
の
事
例
を
史

料
中
に
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
ず
、
専
ら
清
水
利
用
里
庄
に
委
ね
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
三
硲
地
区
に
お
け
る
村
庄
形
成
の
推
移
に
つ
い
て
具
体
的
な
歴
史
的
経
緯
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
先
住
権
に
依
拠
し
て

上
流
村
が
水
利
に
特
権
を
有
す
る
と
い
う
状
況
が
地
域
を
争
わ
ず
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
灌
概
用
水
と
し
て
は
も
と
よ
り
、
飲
料
水
な
ど
の
生

活
用
水
と
し
て
も
利
用
可
能
な
清
水
の
引
水
に
優
位
な
扇
頂
部
に
村
庄
が
形
成
さ
れ
、
遅
れ
て
管
楽
部
に
も
村
庄
が
形
成
さ
れ
た
と
推
測
す
る
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こ
と
が
で
き
よ
う
。
従
っ
て
、
申
流
域
に
お
け
る
村
庄
形
成
と
耕
地
拡
大
に
応
じ
て
需
要
量
が
増
大
す
る
中
で
、
上
流
村
に
よ
る
雪
水
使
用
の

状
況
に
対
す
る
是
正
が
求
め
ら
れ
、
清
濁
着
水
の
分
割
利
用
を
意
味
す
る
地
域
・
水
源
の
別
が
設
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
上
流
側

村
庄
の
特
権
的
利
用
を
追
認
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
優
位
性
に
対
す
る
一
定
の
制
限
を
目
的
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
規
定
で
あ
り
、
干

澗
・
固
鎮
両
村
の
清
濁
両
水
使
用
の
主
張
は
上
流
村
に
お
け
る
滞
水
使
用
時
代
の
残
潭
と
も
言
え
よ
う
。

第
三
節
　
清
濁
両
水
の
利
用
規
定

　
自
然
環
境
や
政
治
・
経
済
・
社
会
状
況
、
歴
史
的
な
背
景
な
ど
、
様
々
な
要
因
に
よ
っ
て
地
域
ご
と
に
異
な
る
水
利
方
式
の
特
徴
を
端
的
に

示
す
の
が
、
利
用
に
関
わ
る
各
種
規
定
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
諸
研
究
に
お
い
て
も
、
管
理
組
織
や
利
用
規
定
の
問
題
は
中
心
的
課
題
と
し
て

扱
わ
れ
て
き
た
。
三
審
地
区
の
水
利
規
定
に
関
し
て
詳
細
な
内
容
を
記
録
す
る
「
三
婆
水
規
碑
」
に
は
、
清
代
康
煕
二
三
年
に
お
け
る
遮
馬

硲
・
瓜
硲
・
神
硲
そ
れ
ぞ
れ
の
清
水
利
用
帰
詣
の
名
称
と
位
置
関
係
、
耕
地
面
積
、
引
水
順
、
引
水
量
お
よ
び
負
担
税
糧
額
が
記
載
さ
れ
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
直
営
硲
清
水
の
利
用
村
庄
と
各
引
水
量
は
、
固
鎮
の
三
一
日
半
、
劉
帰
院
の
一
〇
日
、
上
塞
と
古
壕
に
合
わ
せ
て
六
日
、
西

硅
村
の
七
日
、
干
澗
村
の
一
六
日
、
韓
二
院
の
半
日
の
計
七
村
上
で
、
都
合
七
一
日
に
て
一
巡
す
る
。
こ
の
内
、
二
心
硲
・
瓜
硲
の
中
間
に
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

置
す
る
干
澗
村
と
韓
家
院
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
四
日
、
一
一
日
の
瓜
硲
清
水
の
引
水
も
認
め
ら
れ
た
。

　
ま
た
、
二
百
清
水
の
引
水
量
は
「
澗
四
型
五
韓
十
～
、
南
九
北
九
魏
六
日
」
の
語
に
て
表
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
選
別
村
（
四
日
）
・
史
家
庄

（
五
日
）
・
韓
家
院
（
＋
一
日
）
・
南
午
芹
（
九
日
）
・
素
甘
芹
（
九
日
）
・
八
家
院
（
六
日
）
を
意
味
す
る
。
こ
れ
ら
引
水
量
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
灌

鮎
並
面
積
を
基
に
、
一
頃
あ
た
り
～
日
（
一
悪
あ
た
り
一
刻
）
と
し
て
算
出
さ
れ
た
。
ま
た
、
叢
説
地
へ
の
引
水
に
加
え
て
、
各
転
属
の
貯
水
池

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

へ
の
引
水
量
も
日
数
を
も
っ
て
定
め
ら
れ
た
。
一
例
と
し
て
、
南
極
清
水
は
四
五
日
に
て
一
巡
す
る
と
さ
れ
た
が
、
こ
の
内
の
五
日
間
は
富
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

庄
の
貯
水
池
へ
の
引
水
時
間
と
さ
れ
、
残
り
の
四
〇
日
が
灌
概
地
へ
の
引
水
量
と
し
て
村
庄
ご
と
に
割
り
振
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
遮
馬
面
清
水
を
使
用
す
る
固
鎮
、
干
魚
、
西
覆
の
三
村
に
関
し
て
は
、
明
代
の
状
況
も
判
明
す
る
。
［
史
料
二
］
お
よ
び
万
暦
二
四
年
「
重
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修
両
里
遮
馬
蝿
水
堤
記
」
に
よ
れ
ば
、
固
鎮
に
三
～
日
食
、
干
澗
・
西
翠
に
は
合
わ
せ
て
～
八
日
半
で
、
都
合
五
〇
日
に
て
一
巡
す
る
と
さ
れ

る
。
上
述
し
た
二
代
の
状
況
と
比
較
す
れ
ば
、
年
間
に
お
け
る
引
水
回
数
は
お
お
よ
そ
七
回
か
ら
五
回
に
減
少
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ

の
理
由
は
不
明
な
が
ら
、
人
口
と
耕
地
面
積
の
増
加
に
よ
る
利
用
量
の
増
大
に
応
じ
て
変
更
が
な
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
、
引
水
順
に

つ
い
て
は
、
下
流
側
の
固
鎮
が
先
に
引
水
し
、
規
定
の
日
時
を
終
え
た
後
、
干
澗
・
西
榿
が
引
水
す
る
と
さ
れ
る
。
清
水
使
用
半
信
に
共
通
す

る
下
流
側
か
ら
引
水
を
始
め
、
規
定
の
引
水
量
を
引
水
し
た
後
、
順
に
上
流
富
村
庄
へ
と
移
る
と
い
う
引
水
順
は
、
上
流
側
の
独
占
を
防
ぎ
、

水
源
を
共
有
す
る
各
誌
庄
の
引
水
量
を
確
保
し
て
全
体
の
秩
序
維
持
を
保
つ
た
め
に
、
水
資
源
の
稀
少
な
半
乾
燥
地
域
に
お
い
て
広
く
用
い
ら

れ
た
方
法
で
あ
る
［
韓
二
〇
〇
六
］
。

　
次
に
、
官
に
納
め
る
負
担
税
糧
に
関
し
て
は
、
明
代
「
水
利
接
点
」
お
よ
び
清
士
「
三
硲
水
規
碑
」
に
関
連
記
事
が
見
え
る
。
こ
れ
ら
に
よ

れ
ば
、
税
目
は
水
使
用
に
対
し
て
課
せ
ら
れ
る
使
用
料
と
も
言
う
べ
き
水
糧
と
、
灌
古
地
に
課
せ
ら
れ
る
地
税
で
あ
る
水
地
蔵
に
分
か
れ
、
そ

れ
ぞ
れ
引
水
時
間
・
耕
地
面
積
を
基
に
算
出
さ
れ
る
。
「
水
利
榜
文
」
に
よ
れ
ば
、
清
水
の
水
争
は
一
時
辰
（
二
時
間
）
ご
と
に
一
〇
畝
を
灌
評

し
、
四
斗
の
糧
を
徴
す
る
と
さ
れ
、
水
地
糧
は
一
尺
あ
た
り
一
斗
二
升
と
さ
れ
る
。
但
し
、
濁
水
発
生
時
に
は
大
量
の
雨
水
が
～
時
に
峡
谷
よ

り
流
れ
下
り
清
水
が
濁
水
に
飲
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
、
清
水
使
用
戸
の
水
地
税
額
を
畝
あ
た
り
一
升
五
合
減
免
し
、
～
斗
五
合
を
徴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

集
す
る
こ
と
と
し
、
清
水
利
用
戸
の
減
免
分
は
、
濁
水
利
用
戸
が
代
わ
っ
て
負
担
す
べ
き
包
糧
と
さ
れ
た
。

　
村
庄
を
単
位
と
し
た
厳
密
な
引
水
量
・
引
水
順
の
規
定
が
確
認
で
き
る
清
水
灌
概
に
対
し
て
、
濁
水
再
論
に
関
し
て
は
、
あ
る
意
味
ル
ー
ズ

な
規
定
を
確
認
で
き
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
規
定
と
は
濁
水
発
生
時
に
お
い
て
上
流
側
か
ら
任
意
の
量
を
引
水
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
風
洞
県
西
部
の
雷
鳴
水
利
用
地
域
に
お
い
て
、
そ
の
引
水
順
が
上
流
か
ら
下
流
へ
と
さ
れ
た
こ
と
と
も
～
致
す
る
［
張
二
〇
〇
六
］
。
こ

れ
は
一
見
す
る
と
、
上
流
側
に
優
位
な
方
法
に
も
思
え
る
が
、
実
際
は
不
安
定
な
降
雨
に
依
存
す
る
と
い
う
濁
水
の
欠
点
を
補
う
た
め
に
生
み

出
さ
れ
た
方
法
で
あ
っ
た
。

　
す
な
わ
ち
、
濁
水
の
持
つ
時
期
的
・
量
的
不
安
定
性
は
、
容
易
に
霊
水
状
態
を
生
み
出
す
一
方
で
、
大
量
の
土
砂
を
含
む
雨
水
が
一
時
に
押
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し
寄
せ
る
こ
と
で
、
家
屋
や
橋
・
堰
・
堤
防
な
ど
各
種
建
造
物
を
倒
壊
さ
せ
、
作
物
を
水
没
さ
せ
る
な
ど
の
洪
水
被
害
を
引
き
起
こ
す
危
険
性

を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
。
濁
水
が
引
き
起
こ
す
洪
水
被
害
の
事
例
と
し
て
は
、
嘉
靖
三
五
年
（
～
五
五
六
）
に
河
津
県
知
県
の
高
文
学
に
よ
っ

て
焚
村
の
北
に
修
築
さ
れ
た
堤
防
と
土
橋
は
、
直
後
の
洪
水
に
よ
っ
て
崩
壊
し
、
さ
ら
に
康
煕
四
三
年
（
一
七
〇
四
）
の
大
雨
に
よ
っ
て
藁
家

院
の
堤
防
は
決
壊
し
、
下
流
側
に
押
し
寄
せ
た
洪
水
は
家
崖
を
倒
壊
さ
せ
、
引
水
口
を
塞
ぐ
な
ど
の
被
害
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
（
『
康
煕
平

陽
府
志
騙
巻
一
三
・
水
利
・
河
津
県
・
瓜
硲
泉
お
よ
び
『
慕
慶
河
津
県
志
』
二
二
・
山
州
・
水
利
）
。

　
そ
こ
で
、
も
し
仮
に
、
清
水
と
同
様
に
下
流
側
か
ら
の
規
定
量
の
引
水
を
行
う
と
す
れ
ば
、
場
合
に
よ
っ
て
は
上
流
側
の
引
水
に
到
る
前
に

濁
水
が
全
て
流
れ
去
っ
て
し
ま
う
、
或
い
は
一
時
に
大
量
の
濁
水
が
押
し
寄
せ
る
こ
と
で
下
流
側
に
洪
水
被
害
を
も
た
ら
す
と
い
う
状
況
も
あ

り
得
よ
う
。
ま
た
、
他
村
の
引
水
を
禁
じ
て
、
一
村
庄
が
一
時
的
に
全
て
の
濁
水
を
引
水
す
る
と
す
れ
ば
、
洪
水
時
に
お
い
て
は
そ
の
被
害
を

拡
大
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
濁
水
利
用
に
お
け
る
上
流
か
ら
の
任
意
量
の
引
水
と
い
う
方
法
は
、
専
心
と
洪
水
と
い
う
両
極
的
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

況
に
対
応
す
る
上
で
有
効
に
作
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
濁
水
の
持
つ
時
期
的
不
安
定
性
は
、
引
水
の
手
順
か
ら
も
見
て
と
れ
る
。
『
三
硲
志
』
に
よ
れ
ば
、
清
水
利
用
に
当
た
っ
て
は
、

公
直
が
提
平
人
に
銅
壷
を
う
ち
な
ら
さ
せ
、
某
月
某
日
に
清
水
が
村
に
至
る
こ
と
を
宣
布
し
た
の
に
対
し
て
、
緊
急
を
要
す
る
濁
水
の
利
用
に

際
し
て
は
、
夏
の
降
雨
集
中
期
に
渠
長
ら
水
利
管
理
者
が
空
模
様
を
観
察
し
、
雷
鳴
の
音
を
聞
い
て
降
雨
の
時
期
を
測
り
、
一
旦
濁
水
が
発
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

す
れ
ば
、
巡
聖
人
・
提
鐸
人
に
命
じ
て
迅
速
に
伝
達
さ
せ
る
と
さ
れ
る
。
臨
時
的
か
つ
一
過
性
の
濁
水
を
利
用
す
る
難
し
さ
を
示
す
も
の
で
あ

る
と
と
も
に
、
そ
の
不
安
定
性
が
濁
水
を
め
ぐ
る
争
い
を
頻
発
さ
せ
る
原
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
①
『
大
明
太
祖
高
皇
帝
実
録
』
巻
一
九
三
・
洪
武
～
二
年
（
；
天
八
）
八
月
甲
　
②
時
代
は
下
る
が
、
遵
光
一
〇
年
（
～
八
三
〇
）
「
私
開
水
渠
審
断
不
公
案
碑
偏

　
　
下
条
及
び
同
書
巻
二
〇
二
・
洪
武
二
三
年
（
＝
二
九
〇
）
六
月
庚
辰
星
に
よ
れ
ば
、
　
　
　
　
（
『
河
東
水
利
碑
刻
㎞
二
二
四
～
六
頁
）
に
よ
れ
ば
、
「
自
前
明
洪
武
二
十
二
年
刑

　
　
裁
定
者
と
さ
れ
る
刑
部
侍
郎
凌
と
は
『
明
史
㎞
巻
＝
一
λ
に
立
伝
さ
れ
る
凌
漢
を
　
　
　
　
　
部
右
侍
郎
凌
親
静
養
邑
、
勘
験
明
確
、
分
別
水
源
之
清
濁
、
三
度
地
勢
之
高
低
、

　
　
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
但
し
『
明
史
』
本
伝
お
よ
び
『
国
朝
露
徴
録
』
巻
五
六
　
　
　
　
　
照
照
糧
則
、
酌
定
水
利
章
程
」
と
し
て
、
水
源
を
区
別
し
、
地
理
条
件
を
勘
案
し

　
　
「
倉
都
御
史
凌
公
漢
伝
」
に
は
当
該
案
件
に
関
す
る
記
載
は
見
え
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
て
、
負
担
税
額
を
定
め
た
こ
と
が
凌
漢
の
事
績
で
あ
り
、
そ
の
規
定
は
水
利
章
程
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清濁灌概方式が持つ水環境問題への対応力（井黒）

　
と
称
さ
れ
る
。

③
石
刻
渠
魁
図
以
外
に
、
明
代
お
よ
び
清
代
の
三
硲
渠
道
絵
図
（
前
者
は
讐
河
津

　
県
誌
』
、
後
者
は
『
河
津
水
利
志
㎞
に
掲
載
）
、
民
国
三
覧
年
（
一
九
四
六
）
一
二

　
月
に
僧
楼
治
村
村
長
高
目
哲
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
三
硲
二
道
絵
図
（
山
西
省
水

　
利
庁
蔵
）
な
ど
の
渠
道
絵
図
が
現
存
す
る
。
ま
た
、
最
古
の
渠
三
図
と
し
て
、

　
『
光
緒
試
錐
通
志
隔
巻
九
七
・
金
石
記
に
「
馬
硲
田
図
題
字
」
・
「
瓜
硲
泉
図
題

　
字
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
と
も
に
北
宋
大
観
年
間

　
に
河
津
県
衙
に
立
石
さ
れ
た
石
刻
渠
網
図
で
あ
り
、
「
今
尚
在
焉
」
と
さ
れ
る
が
、

　
現
時
点
に
お
い
て
は
そ
の
存
否
を
確
認
で
き
な
い
。

④
『
中
正
山
西
通
志
隔
巻
三
三
・
水
利
・
河
津
県
で
は
、
馬
鞍
鳩
渠
を
神
絡
清
水

　
の
水
路
と
す
る
が
、
十
石
下
渠
に
つ
い
て
は
『
解
発
書
』
地
理
憲
の
記
載
を
引
用

　
し
、
河
津
県
の
東
南
二
三
里
に
あ
っ
た
と
記
す
に
止
ま
る
。
『
雍
正
山
西
通
志
㎞

　
編
纂
の
時
点
に
お
い
て
、
既
に
割
当
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
三

　
硲
の
煙
道
懸
盤
は
剛
愛
知
録
幅
巻
一
二
・
水
利
条
に
お
い
て
も
言
及
さ
れ
る
事
業

　
で
あ
り
、
渠
道
の
開
盤
と
耕
作
地
開
発
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
糧
食
は
、
当
地

　
に
置
か
れ
た
龍
門
倉
に
集
積
さ
れ
た
後
、
首
都
長
安
へ
と
運
搬
さ
れ
た
。
ま
た
、

　
隅
新
唐
書
㎞
同
条
に
よ
れ
ば
、
貞
観
｝
○
年
（
六
三
六
）
に
瓜
賂
濁
水
を
三
澗
に

　
分
か
つ
瓜
谷
山
堰
が
建
設
さ
れ
た
と
す
る
が
、
以
降
の
史
料
中
に
関
連
記
事
を
見

　
い
だ
す
こ
と
は
で
き
ず
、
『
三
略
誌
㎞
で
は
同
工
が
機
能
す
る
前
に
崩
壊
し
た
と

　
す
る
。

⑤
剛
光
緒
河
津
県
志
』
巻
｝
二
・
芸
文
所
収
の
段
成
己
「
故
河
津
鎮
西
帥
史
公
墓

　
砺
銘
」
お
よ
び
劉
乗
忠
「
史
公
墓
労
一
碑
」
。
前
者
は
干
澗
村
史
家
墓
に
現
存
し
、

　
そ
の
録
文
が
董
一
九
八
九
に
も
収
録
さ
れ
る
。

⑥
「
故
河
津
鎮
西
帥
野
鼠
墓
旨
煮
」
に
よ
れ
ば
、
史
遷
の
四
子
の
う
ち
、
長
子
承

　
慶
の
浮
山
県
令
を
除
く
と
、
第
三
子
用
礼
が
管
河
津
諸
軍
奥
魯
、
第
四
子
至
徳
が

　
監
河
津
課
の
任
に
就
い
て
お
り
、
こ
れ
に
三
子
幽
翠
の
河
津
県
令
を
加
え
れ
ば
、

　
史
氏
一
族
に
よ
っ
て
河
津
県
の
要
職
が
占
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、

　
干
澗
村
に
は
史
氏
～
族
の
祖
と
目
さ
れ
る
史
敬
思
に
加
え
て
史
建
堂
、
史
簡
の
墓

　
碑
も
現
存
す
る
。
こ
の
う
ち
、
史
建
堂
は
後
唐
の
馬
韓
李
存
賜
の
も
と
で
元
帥
と

　
な
り
、
三
二
地
区
へ
の
水
供
給
の
喉
も
と
に
当
た
り
、
さ
ら
に
北
部
山
区
（
郷

　
寧
）
へ
の
ル
ー
ト
と
し
て
も
機
能
し
た
遮
馬
韓
口
の
上
姓
村
に
要
塞
を
築
い
た
と

　
さ
れ
る
。
ま
た
史
遷
の
祖
父
に
当
た
る
史
簡
は
、
金
に
仕
え
て
急
撃
校
尉
を
授
け

　
ら
れ
、
北
山
（
紫
金
山
）
の
水
を
導
い
て
耕
作
地
の
拡
大
に
寄
与
し
た
と
さ
れ
る
。

　
こ
れ
ら
の
墓
碑
は
、
い
ず
れ
も
モ
ン
ゴ
ル
時
代
至
治
・
泰
定
年
間
（
＝
二
二
一
～

　
八
）
の
地
震
に
よ
り
倒
壊
し
た
旧
碑
を
基
に
、
史
承
慶
ら
四
子
に
よ
っ
て
再
建
さ

　
れ
、
さ
ら
に
清
代
の
重
建
を
経
て
、
一
九
九
〇
年
に
史
家
の
後
衛
に
よ
っ
て
再
建

　
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
経
緯
か
ら
見
て
、
モ
ン
ゴ
ル
時
代
に
華
氏
一
族
の
祖

　
先
に
対
す
る
大
々
的
な
顕
彰
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
祖
先
の
功
績

　
自
体
が
こ
の
際
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

⑦
『
三
冠
誌
』
所
収
の
「
清
身
固
上
水
利
八
要
偏
に
は
、
水
利
に
関
わ
る
要
務
の

　
第
四
条
と
し
て
「
敬
神
霊
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
毎
歳
六
月
一
八

　
日
に
龍
王
聖
会
が
催
さ
れ
、
六
六
人
の
小
甲
人
が
輪
番
で
翠
眉
を
つ
と
め
る
と
と

　
も
に
、
六
人
が
供
晶
を
持
し
て
峡
谷
に
入
り
神
を
迎
え
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
迎
神

　
の
場
が
堰
西
の
龍
王
潮
に
当
た
る
。

⑧
［
史
料
三
］
お
よ
び
万
暦
二
四
年
（
一
五
九
六
）
「
重
修
両
前
遮
馬
調
川
堤
記
」

　
（
糊
河
東
水
利
碑
刻
睡
～
六
〇
～
二
頁
）
。

⑨
「
水
利
榜
文
」
に
よ
れ
ば
、
「
清
濁
二
水
、
同
出
一
硲
、
原
非
両
途
」
と
し
て
、

　
扇
状
地
に
流
れ
出
る
以
前
の
状
態
は
、
判
然
と
清
濁
二
水
の
流
路
が
分
か
た
れ
る

　
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
伝
え
る
。

⑩
こ
こ
に
見
え
る
よ
う
に
、
地
域
・
清
濁
の
別
は
一
村
一
水
源
の
対
応
関
係
を
規

　
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
異
な
る
水
源
で
は
あ
る
が
同
じ
清
水
を
利
用
す
る
と
い

　
う
意
味
に
お
い
て
、
干
濁
村
や
韓
中
院
の
様
に
複
数
の
清
水
水
源
の
利
用
も
認
め

　
ら
れ
た
。
同
様
に
、
南
・
北
午
鼻
翼
は
瓜
硲
と
神
硲
の
中
間
に
位
署
す
る
た
め
、

　
両
硲
清
水
の
利
用
が
認
め
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
引
水
量
が
設
定
さ
れ
た
。
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⑪
『
康
煕
平
陽
府
志
㎞
巻
無
極
・
水
利
・
河
津
県
・
群
羊
水
面
に
よ
れ
ば
、
洪
武

　
年
間
の
凌
漢
裁
定
の
後
に
お
い
て
、
清
水
利
用
村
庄
で
あ
る
午
芹
里
は
濁
水
の
被

　
害
を
恐
れ
て
、
濁
水
を
直
接
沿
河
へ
と
流
す
渠
道
を
新
た
に
開
削
し
た
。
こ
の
た

　
め
に
、
下
流
側
に
位
置
す
る
霊
芝
里
に
供
給
さ
れ
る
濁
水
は
減
少
し
、
水
蜜
（
水

　
池
）
の
水
位
は
三
〇
～
六
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
と
な
っ
た
と
の
記
載
が
見
え
、
清
水
の

　
み
な
ら
ず
、
濁
水
も
貯
水
池
の
水
源
と
し
て
利
用
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

⑫
胡
二
〇
〇
七
に
よ
れ
ば
、
一
村
庄
に
平
均
一
、
二
個
の
貯
水
池
が
設
け
ら
れ
、

　
日
常
生
活
用
水
と
し
て
以
外
に
、
家
畜
の
飲
料
水
、
洗
濯
、
家
屋
建
設
、
消
防
、

　
水
泳
な
ど
の
用
途
に
用
い
ら
れ
た
。
ま
た
、
水
池
は
風
水
の
補
益
や
環
境
の
美
化
、

　
洪
水
発
生
時
の
排
水
施
設
と
し
て
の
効
用
を
も
有
し
た
。
同
治
四
年
（
一
八
六

　
五
）
「
重
中
村
穂
渠
」
（
魍
河
東
水
利
碑
刻
魅
一
八
皿
頁
）
に
よ
れ
ば
、
干
澗
村
の

　
村
西
渠
補
修
に
当
た
っ
て
、
泥
土
堆
積
に
よ
る
渠
道
の
通
塞
や
洪
水
被
害
に
よ
る

　
堤
防
の
破
損
と
と
も
に
、
「
風
脈
」
と
の
関
係
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
。

⑬
濁
水
使
屠
戸
が
負
担
す
る
三
島
は
、
灌
黒
地
一
蓋
あ
た
り
一
斗
五
升
、
非
灌
概

　
地
～
畝
あ
た
り
八
升
の
基
準
値
を
基
に
、
灌
概
条
件
に
応
じ
て
村
議
ご
と
に
灌
概

　
地
・
悪
闘
極
地
の
割
合
が
設
定
さ
れ
、
負
担
額
が
定
め
ら
れ
た
。
「
水
利
榜
文
」

　
に
よ
っ
て
具
体
例
を
示
せ
ば
、
三
蛤
清
水
使
用
村
庄
の
滅
免
分
を
補
填
す
る
た
め

　
に
、
幽
霊
・
娼
楼
・
東
長
・
光
徳
の
四
里
に
包
糧
が
課
せ
ら
れ
、
灌
概
条
件
の
優

　
劣
に
基
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
上
水
地
・
中
水
地
・
下
水
地
・
下
半
水
地
と
定
め
ら
れ

　
た
。
こ
の
内
、
上
水
地
と
さ
れ
た
孫
彪
里
は
三
面
地
・
非
灌
堅
地
の
割
合
を
四
対

　
六
と
し
て
包
糧
を
負
担
し
、
以
下
同
様
に
、
三
対
七
、
二
対
八
、
一
対
九
の
割
合

　
で
包
糧
が
課
せ
ら
れ
た
。
悪
擦
は
土
地
面
積
を
基
に
算
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た

　
が
、
万
暦
二
八
年
「
水
利
碑
」
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
上
水
糧
」
・
「
山
水
糧
」
・
「
下

　
水
糧
」
・
「
余
水
糧
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
水
糧
と
し
て
扱
わ
れ
た
こ
と
が
分

　
か
る
。

⑭
段
二
〇
〇
四
に
よ
れ
ば
、
洪
水
（
濁
水
）
の
害
と
し
て
、
そ
の
発
生
を
予
報
し

　
難
く
、
時
問
が
短
い
た
め
水
害
を
引
き
起
こ
す
。
水
の
流
れ
が
激
し
く
、
水
路
を

　
破
壊
し
耕
地
を
水
没
さ
せ
、
家
膣
を
冠
水
さ
せ
財
物
を
押
し
流
し
、
人
命
を
奪
い

　
去
る
。
ま
た
頻
度
が
高
く
、
小
規
模
な
水
害
は
毎
年
生
じ
、
大
規
模
な
も
の
も
数

　
年
に
一
度
発
生
す
る
と
し
て
、
濁
水
を
利
用
す
る
水
利
思
想
の
中
に
予
防
と
利
用
、

　
排
洪
と
灌
概
の
結
合
と
い
う
要
素
が
窺
え
る
と
す
る
。

⑮
『
三
曹
誌
臨
所
収
の
「
聖
代
固
鎮
水
利
八
要
」
に
よ
れ
ば
、
管
理
者
の
長
た
る

　
渠
長
は
毎
年
の
富
衙
の
公
議
の
場
で
選
出
さ
れ
、
官
府
へ
の
報
告
と
宮
府
か
ら
の

　
貼
の
発
給
を
通
し
て
水
利
管
理
を
委
ね
ら
れ
、
里
中
の
人
望
有
る
人
物
が
充
て
ら

　
れ
た
公
直
が
こ
れ
を
補
佐
す
る
。
ま
た
、
巡
盛
人
・
提
雨
露
は
、
渠
長
の
下
で
渠

　
道
取
り
締
ま
り
の
責
を
負
う
提
帯
覆
水
（
略
称
は
提
督
）
の
管
理
下
に
置
か
れ
、

　
選
嫌
を
巡
回
し
て
不
法
行
為
や
水
利
施
設
の
破
損
の
発
見
に
努
め
る
と
さ
れ
る
。
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第
三
章
水
争
と
水
契

第
㎜
節
　
水
を
め
ぐ
る
争
い

乾
燥
・
半
乾
王
地
に
お
け
る
水
の
重
要
性
に
よ
り
、
水
争
の
意
義
も
経
済
的
利
益
の
争
奪
に
止
ま
ら
ず
、
自
身
の
生
存
お
よ
び
～
族
・
子
孫
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の
た
め
に
生
命
を
か
け
て
勝
ち
取
る
べ
き
行
為
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
同
一
の
扇
状
地
に
お
い
て
異
な
る
二
つ
の
水
利
方
式
を
併
用
す
る
清
濁

装
本
方
式
が
用
い
ら
れ
た
三
硲
地
区
に
お
い
て
も
、
学
道
問
、
村
野
間
、
お
よ
び
村
庄
内
な
ど
、
様
々
な
レ
ベ
ル
で
の
摩
擦
や
軋
礫
が
生
じ
た

が
、
そ
こ
で
は
問
題
解
決
に
対
立
と
協
調
と
い
う
両
面
の
方
法
が
用
い
ら
れ
た
。
ま
ず
は
、
水
争
に
代
表
さ
れ
る
対
立
の
構
図
を
見
て
み
よ
う
。

　
「
水
利
榜
文
」
に
よ
れ
ば
、
三
硲
地
区
に
お
い
て
水
利
用
に
優
位
な
条
件
を
有
し
た
清
水
利
用
村
庄
の
中
に
は
、
濁
水
発
生
時
に
そ
の
流
れ

を
阻
害
し
て
自
ら
の
耕
地
に
導
く
、
或
い
は
洪
水
を
予
防
す
る
た
め
堰
を
開
い
て
濁
水
を
黄
河
・
沿
河
へ
と
流
入
さ
せ
る
な
ど
の
行
為
を
行
う

者
が
あ
っ
た
。
地
域
・
水
源
の
別
に
よ
り
、
清
水
使
用
村
庄
に
よ
る
濁
水
使
用
は
綱
限
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
清
水
が
恒
常
的
に
利
用
可
能

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
濁
水
が
臨
時
的
に
発
生
す
る
も
の
で
あ
り
、
清
水
利
用
戸
が
濁
水
を
利
用
す
れ
ば
濁
水
利
用
戸
と
の
不
平
等
が
拡
大
す

る
こ
と
を
理
由
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
清
水
利
用
戸
は
濁
水
出
現
時
に
清
水
が
飲
み
込
ま
れ
る
こ
と
で
自
ら
の
権
益
が
侵

さ
れ
る
と
主
張
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、
濁
水
利
用
村
庄
側
は
清
水
利
用
戸
の
損
害
を
補
う
べ
く
包
糧
の
支
払
い
を
行
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

上
流
側
の
清
水
利
用
戸
に
よ
っ
て
濁
水
の
流
下
が
阻
害
さ
れ
、
さ
ら
に
は
清
水
と
偽
っ
て
濁
水
が
盗
用
さ
れ
る
と
主
張
し
、
濁
水
を
め
ぐ
る
水

争
が
頻
発
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
濁
水
を
め
ぐ
る
水
争
の
典
型
的
な
事
例
で
あ
る
道
光
一
〇
年
「
私
論
水
渠
上
貫
不
公
案
碑
」
に
よ
れ
ば
、
原
告
は
瓜
硲
濁
水
を
利
用
す
る
歩

村
の
師
在
島
ら
で
、
遮
馬
硲
清
水
を
利
用
す
る
干
澗
村
の
史
伝
清
ら
が
、
肥
沃
な
濁
水
を
羨
望
し
、
瓜
硲
濁
水
の
水
路
で
あ
る
西
長
大
澗
の
両

側
の
古
品
書
（
馬
遷
渠
・
魏
家
並
）
を
ひ
そ
か
に
開
き
、
丁
役
に
賄
賂
を
送
り
水
利
碑
を
破
壊
し
て
、
集
団
で
水
を
盗
ん
で
い
る
と
訴
え
出
た
。

両
村
の
水
争
は
、
明
代
洪
武
年
間
に
そ
の
淵
源
を
有
し
、
清
代
に
至
っ
て
も
康
煕
・
七
号
（
一
七
二
一
二
～
三
五
）
・
嘉
慶
年
間
（
一
七
九
六
～
八

五
〇
）
に
そ
れ
ぞ
れ
訴
訟
が
起
こ
さ
れ
て
き
た
と
い
う
経
緯
を
有
す
る
。
清
水
利
用
村
庄
た
る
干
澗
村
の
不
法
行
為
に
対
し
て
な
さ
れ
た
原
告

師
在
午
の
訴
え
は
、
サ
村
一
村
に
止
ま
ら
ず
、
同
じ
く
瓜
硲
濁
水
を
利
用
水
源
と
す
る
下
流
側
八
村
の
利
益
を
も
代
弁
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
最
終
的
に
は
中
央
政
庁
の
刑
部
の
裁
定
に
よ
っ
て
、
是
迄
村
に
は
両
渠
を
塞
ぎ
止
め
永
遠
に
開
く
こ
と
を
許
さ
ず
、
一
方
の
サ
村
に
は
柳
林

渠
（
西
長
大
澗
の
夏
霞
）
の
取
水
口
の
外
側
に
堰
を
作
る
こ
と
は
認
め
る
が
、
法
外
に
高
く
つ
く
り
干
瓢
村
の
田
土
を
水
没
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
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と
し
た
上
で
、
も
し
後
に
取
水
口
と
澗
の
高
低
差
が
さ
ら
に
広
が
る
な
ら
ば
、
澗
の
底
に
灰
石
を
敷
い
て
取
水
ロ
と
同
じ
高
さ
に
す
る
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

認
め
る
と
し
て
決
着
が
付
け
ら
れ
た
。
刑
部
の
裁
定
に
ま
で
発
展
し
た
鷲
谷
・
歩
村
の
水
争
で
あ
っ
た
が
、
な
お
も
そ
の
禍
根
を
断
絶
す
る
こ

と
は
で
き
ず
、
同
治
年
間
（
一
八
六
二
～
七
四
）
、
さ
ら
に
民
国
時
代
（
一
九
＝
～
四
九
）
に
お
い
て
も
幾
度
と
な
く
同
様
の
水
争
が
勃
発
す
る

こ
と
と
な
る
。
特
に
民
国
二
四
年
（
～
九
三
五
）
に
は
、
調
停
に
不
満
を
持
っ
た
干
澗
村
史
掌
印
ら
が
数
百
人
の
村
民
を
率
い
て
警
察
・
団
々

ら
替
名
を
捕
ら
え
、
さ
ら
に
手
に
紅
旗
を
持
ち
、
紅
布
を
被
っ
て
武
器
を
取
り
、
サ
村
・
藍
庄
に
対
す
る
示
威
行
為
を
な
す
に
至
っ
た
（
民
国

二
四
年
「
海
公
断
案
碑
」
及
び
「
請
求
賠
償
水
利
損
失
案
碑
」
『
河
東
水
利
碑
刻
匝
二
三
九
～
四
四
頁
）
。

　
い
ず
れ
も
水
争
の
直
接
的
な
引
き
金
と
な
っ
た
の
は
、
干
澗
村
に
よ
る
馬
組
踊
・
魏
家
渠
の
再
開
削
と
サ
村
に
よ
る
堰
の
設
置
と
い
う
双
方

の
行
為
に
あ
っ
た
が
、
そ
の
根
本
的
原
因
は
清
水
が
恒
常
的
で
あ
る
が
水
量
が
少
な
く
、
一
方
の
濁
水
は
時
期
的
不
安
定
性
を
有
す
る
が
水
量

が
豊
富
で
か
つ
豊
か
な
養
分
を
含
む
と
い
う
互
い
の
㏄
三
一
短
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
遮
水
の
差
異
を
勘
案
し
、
規
定
に
準
じ
て
村
庄
ご
と
に

使
い
分
け
る
こ
と
で
、
稀
少
な
水
資
源
の
共
有
が
図
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
降
雨
量
の
変
化
に
伴
う
水
量
の
減
少
や
、
新
た
な
水
利
施
設
の
設

置
な
ど
に
よ
っ
て
容
易
に
そ
の
バ
ラ
ン
ス
は
山
朋
れ
さ
り
、
武
力
行
使
を
も
含
め
た
水
争
を
招
く
こ
と
と
な
っ
た
。
特
に
引
水
順
お
よ
び
引
水
量

に
関
す
る
規
定
が
明
確
に
定
め
に
く
い
濁
水
を
め
ぐ
っ
て
は
、
清
水
利
用
者
も
羨
望
す
る
豊
か
な
水
量
と
包
含
物
を
争
点
と
し
て
、
清
水
利
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

村
庄
と
濁
水
利
用
村
庄
の
間
に
止
ま
ら
ず
、
濁
水
利
用
村
風
間
、
さ
ら
に
は
村
庄
内
に
お
い
て
も
水
争
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
清
水
利
用
に
ま
つ
わ
る
水
争
を
民
国
時
代
の
事
例
に
見
て
み
よ
う
。
民
国
～
三
年
（
一
九
二
四
）
「
水
利
条
約
碑
」
（
『
河
東
水
利
碑
刻
』

二
一
一
～
三
頁
）
に
は
、
と
も
に
清
水
利
用
寺
庄
で
あ
る
特
長
院
と
魏
家
院
の
間
に
起
こ
っ
た
水
争
の
和
解
内
容
が
一
二
条
に
亘
っ
て
記
さ
れ

る
。
そ
の
内
容
は
、
皇
家
院
が
幾
多
の
不
法
行
為
を
行
う
と
と
も
に
、
水
争
相
手
の
魏
家
院
寮
長
ら
の
殺
傷
事
件
を
起
こ
す
に
至
っ
た
経
緯
と
、

こ
れ
ら
に
対
す
る
韓
家
院
側
の
謝
罪
と
賠
償
の
問
題
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。

　
世
家
院
の
不
法
行
為
の
一
つ
が
、
八
代
嘉
慶
年
間
よ
り
瓜
硲
紅
石
渠
を
偽
っ
て
器
量
渠
（
＋
石
櫨
渠
）
と
呼
び
、
瓜
硲
清
水
を
不
法
利
用
し

て
き
た
点
で
あ
る
。
本
来
、
石
取
渠
は
掌
握
貞
観
年
間
の
龍
門
県
令
長
孫
恕
の
開
墾
に
係
る
神
璽
清
水
の
引
水
を
目
的
と
し
た
渠
道
で
あ
り
、
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こ
れ
に
対
し
て
紅
石
渠
は
瓜
硲
清
水
の
渠
道
で
、
魏
家
院
に
属
す
る
全
く
別
の
渠
道
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
雍
正
年
間
に
韓
斎
院
の
韓
元
柞
は
北

橘
芹
の
武
之
成
が
所
有
す
る
瓜
硲
清
水
の
使
用
権
と
、
魏
家
院
の
瓜
硲
水
源
を
用
い
る
灌
徳
地
を
典
買
し
、
紅
石
渠
を
流
れ
る
魏
登
院
の
瓜
硲

清
水
を
借
用
し
て
こ
の
灌
概
地
に
水
を
施
し
た
。
こ
の
際
に
は
、
魏
家
院
に
婦
道
使
用
料
で
あ
る
過
渠
銭
を
納
入
す
る
こ
と
と
取
り
決
め
ら
れ

た
が
、
後
に
灌
概
地
が
広
く
、
消
費
さ
れ
る
灌
叢
叢
水
量
が
大
量
で
あ
る
と
と
も
に
、
韓
横
磯
が
過
言
銭
の
支
払
い
を
拒
ん
だ
こ
と
か
ら
、
訴

訟
が
起
こ
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

　
量
感
披
村
・
三
下
村
・
奨
村
・
北
午
芹
ら
の
村
長
を
証
人
と
す
る
調
停
に
よ
っ
て
、
瓜
硲
の
水
は
瓜
硲
の
土
地
に
対
し
て
の
み
灌
概
す
る
こ

と
を
認
め
る
と
し
て
、
水
源
と
灌
概
論
の
対
応
関
係
が
明
確
に
規
定
さ
れ
、
韓
家
請
が
薄
歯
の
水
を
も
っ
て
遮
馬
硲
の
土
地
を
灌
概
す
る
こ
と

が
禁
止
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
韓
家
並
に
よ
っ
て
魏
家
院
の
澗
北
嶺
内
に
倒
毒
婦
が
開
墾
さ
れ
、
瓜
硲
の
水
が
非
望
宮
地
へ
の
灌
概
用
水
と
し
て

使
用
さ
れ
た
こ
と
も
問
題
と
な
り
、
倒
澆
渠
は
直
ち
に
塞
き
止
め
ら
れ
、
そ
の
耕
地
は
西
磯
村
へ
と
売
却
さ
れ
た
。
一
方
の
魏
家
院
に
対
し
て

も
、
並
家
院
が
魏
家
院
の
渠
道
を
借
り
て
引
水
を
行
っ
た
お
り
に
、
濁
水
が
発
生
す
る
と
過
渠
銭
を
二
倍
に
増
や
し
て
韓
家
院
に
清
水
の
使
用

を
認
め
て
い
た
が
、
こ
れ
が
秩
序
を
乱
す
原
因
と
な
る
と
し
て
、
今
後
は
韓
家
院
へ
流
れ
る
清
水
を
阻
害
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
。

　
こ
こ
で
の
水
争
の
原
因
と
し
て
は
、
渠
道
の
帰
属
お
よ
び
水
源
と
灌
概
地
の
対
応
関
係
が
問
題
と
な
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
後
者
に
関
し
て
は
、
水
源
と
村
庄
の
み
な
ら
ず
、
水
源
と
灌
糞
壷
の
対
応
関
係
ま
で
も
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
水
争
の
頻
発

と
い
う
状
況
の
中
、
濡
幕
地
を
も
水
源
と
の
対
応
関
係
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
厳
格
な
水
利
管
理
が
施
さ
れ
た
と
言
え
よ

う
。
さ
ら
に
、
濁
水
と
は
異
な
り
、
水
順
・
引
水
量
に
関
す
る
厳
密
な
規
定
が
存
在
し
た
清
水
を
め
ぐ
っ
て
は
、
濁
水
の
水
争
に
比
し
て
、
問

題
は
よ
り
複
雑
化
し
て
お
り
、
そ
の
背
景
に
は
写
声
地
や
灌
概
用
水
の
売
買
・
貸
借
と
い
う
問
題
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

第
二
節
　
水
に
関
わ
る
契
約

固
鎮
村
に
石
碑
の
形
で
現
存
す
る
水
利
関
連
契
約
書
は
、
そ
の
内
容
に
よ
っ
て
清
水
売
買
と
水
利
用
地
売
買
の
二
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
ま
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③

ず
は
、
清
水
の
売
買
契
約
の
事
例
を
見
て
い
こ
う
。
［
史
料
四
］
は
落
蓋
八
年
（
一
七
三
〇
）
三
月
初
八
日
の
日
付
を
有
す
る
清
水
の
売
買
契
約

で
あ
る
。
売
り
手
は
固
鎮
星
の
現
象
倫
で
自
己
の
祖
先
伝
来
の
土
地
に
属
す
る
遮
馬
硲
の
清
水
七
時
五
劾
を
固
豊
里
に
売
却
し
た
。
そ
の
価
格

は
銀
一
二
七
両
五
銭
で
、
立
会
人
と
し
て
証
人
で
あ
る
見
人
と
と
も
に
、
丈
長
、
提
画
人
と
い
っ
た
水
利
管
理
者
が
名
を
連
ね
る
。
次
に
、

［
史
料
五
］
は
雍
正
九
年
（
一
七
三
一
）
四
月
初
九
日
の
日
付
を
有
す
る
同
じ
く
清
水
の
売
買
契
約
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
売
り
手
は
固
鎮
里
の

親
王
で
や
は
り
祖
先
伝
来
の
土
地
に
属
す
る
清
水
五
刻
を
固
鎮
里
に
銀
八
両
五
銭
の
価
格
で
売
却
し
た
。
立
会
人
は
酋
長
、
提
憂
人
、
見
人
の

メ
ン
バ
ー
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
遮
馬
硲
清
水
の
売
買
契
約
で
あ
り
、
固
鎮
里
住
人
が
時
辰
に
て
示
さ
れ
る
自
己
の
清
水
使
用
権
を
、
一
時
辰
一

七
両
の
価
格
に
て
墨
型
里
に
売
却
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
両
契
約
書
は
永
久
保
存
を
目
的
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
石
碑
に
刻
ま
れ
た
。

　
両
事
例
か
ら
明
ら
か
と
な
る
こ
と
は
、
個
人
に
清
水
の
引
水
量
が
時
刻
を
も
っ
て
割
り
当
て
ら
れ
、
そ
の
処
分
権
を
個
人
が
有
し
た
こ
と
で

あ
る
。
清
水
の
引
水
量
に
関
し
て
は
、
既
に
述
べ
た
様
に
村
実
ご
と
に
日
数
を
も
っ
て
割
り
振
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
村
庄
ご
と
の
引
水
量

が
さ
ら
に
下
庄
に
属
す
る
各
個
人
に
時
刻
を
定
め
て
分
配
さ
れ
た
こ
と
と
な
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
割
り
振
ら
れ
た
引
水
時
刻
（
1
1
量
）
を
言
入

が
売
却
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
使
用
権
が
個
人
所
有
に
帰
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
、
村
払
に
よ
っ
て
こ
れ
が
至
恩
さ
れ
た
後
に
は
、
別
人

へ
の
売
却
が
な
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
各
村
庄
を
中
心
と
す
る
清
水
使
用
権
の
分
配
、
回
収
、
再
分
配
と
い
う
方
法
を
通
し
て
、

村
庄
ご
と
に
規
定
さ
れ
た
引
水
量
が
維
持
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
有
効
利
用
が
図
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
こ
で
は
土
地
は
売
買
契
約
に
含
ま
れ
ず
、
水
と
土
地
が
切
り
離
さ
れ
た
形
で
売
却
さ
れ
て
い
る
。
関
中
に
お
け
る
水
権
売
買
の
事

例
を
取
り
上
げ
た
瀟
正
業
に
よ
れ
ば
、
な
が
ら
く
地
権
と
水
権
は
不
可
分
の
関
係
に
置
か
れ
た
が
、
明
清
時
代
に
至
る
と
各
種
の
売
水
行
為
が

な
さ
れ
、
さ
ら
に
清
代
後
期
に
は
水
権
の
売
買
は
普
遍
的
と
な
り
、
水
資
源
使
用
権
が
地
権
か
ら
独
立
し
て
売
買
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
水
権
の
商
品
化
は
管
理
制
度
を
複
雑
化
さ
せ
る
も
の
で
、
政
府
に
と
っ
て
は
一
貫
し
て
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
で
、
磐
代
末
年

に
至
る
ま
で
禁
止
さ
れ
続
け
た
と
さ
れ
る
［
薫
一
九
九
九
］
。
ま
た
、
地
域
と
時
代
は
異
な
る
が
、
沿
河
中
流
域
肉
詰
県
の
事
例
と
し
て
、
万
暦

一
六
年
（
～
五
八
八
）
「
半
休
県
水
利
条
規
碑
」
（
黄
・
鵜
二
〇
〇
三
、
一
六
一
～
九
頁
）
に
よ
れ
ば
、
「
売
地
不
売
水
、
豊
水
不
売
地
」
と
呼
ば
れ
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清濁灌概方式が持つ水環境問題への対応力（井黒）

る
土
地
と
水
の
乖
離
し
た
売
買
が
税
糧
徴
集
を
阻
害
さ
せ
る
要
因
と
な
る
と
し
て
、
政
府
に
よ
る
禁
止
の
措
置
が
採
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に

対
し
て
、
上
記
二
件
の
清
水
売
買
の
事
例
で
は
、
宮
府
の
認
可
を
受
け
た
渠
長
が
立
会
人
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
加
え
て
、
契
約
書
が
石
碑
に
刻

さ
れ
て
、
お
そ
ら
く
は
村
内
の
廟
に
立
石
さ
れ
た
。
こ
れ
は
契
約
内
容
の
公
開
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
背
景
に
は
官
府
に
よ
る
清
水

売
買
の
許
可
、
も
し
く
は
黙
認
が
な
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
上
記
二
件
の
事
例
は
、
個
人
と
そ
の
個
人
が
所
属
す
る
村
庄
と
の
問
で
な
さ
れ
た
清
水
の
売
買
で
あ
っ
た
が
、
村
面
面
に
お
い
て
も
相
互
的

契
約
に
基
づ
く
水
の
売
買
が
な
さ
れ
た
。
固
鎮
村
と
干
澗
村
の
問
で
取
り
決
め
ら
れ
た
遮
馬
硲
清
水
利
用
を
め
ぐ
る
合
同
約
で
あ
る
康
煕
四
二

年
（
一
七
〇
三
）
「
干
澗
固
鎮
和
約
」
（
『
河
東
水
利
碑
刻
』
二
〇
二
頁
）
に
よ
れ
ば
、
モ
ン
ゴ
ル
時
代
大
徳
年
間
（
ご
冗
七
～
三
〇
七
）
の
大
地
震

の
後
よ
り
続
い
た
固
鎮
・
干
澗
の
水
争
は
、
洪
武
二
二
年
お
よ
び
康
煕
二
三
年
の
裁
定
を
経
て
、
康
煕
四
二
年
に
両
軸
の
間
で
合
同
和
約
が
締

結
さ
れ
る
。
刻
意
立
石
さ
れ
た
そ
の
内
容
は
、
下
流
側
に
位
置
す
る
固
鎮
村
の
余
剰
清
水
は
時
価
に
よ
っ
て
ま
ず
憂
心
村
に
売
却
さ
れ
、
不
要

の
場
合
の
み
他
村
へ
の
売
却
を
認
め
る
と
し
、
さ
ら
に
固
血
管
が
干
漁
村
よ
り
清
水
の
借
用
を
行
う
こ
と
を
禁
止
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
上
流
側
の
干
澗
村
に
対
し
て
も
、
水
路
を
塞
き
止
め
て
固
鎮
村
へ
の
送
水
を
阻
害
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
、
違
反
者
に
対
し
て
は
自
米

一
〇
石
の
罰
則
が
課
せ
ら
れ
た
。

　
上
述
し
た
清
水
売
買
の
事
例
は
、
い
ず
れ
も
清
水
利
用
逆
捻
（
戸
）
の
間
に
お
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
「
開
三
池
記
」
に
よ
れ

ば
、
道
光
｛
六
年
（
一
八
三
六
）
の
欽
定
章
程
と
し
て
、
焚
村
以
下
八
村
庄
の
濁
水
利
用
戸
に
よ
る
瓜
硲
お
よ
び
遮
馬
硲
清
水
の
購
入
が
禁
止

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
具
体
的
な
事
例
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
う
し
た
禁
止
措
置
は
濁
水
利
用
村
庄
（
戸
）
に
よ
る
清
水
の
購
入

や
借
入
が
不
断
に
見
ら
れ
た
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
史
料
中
に
濁
水
売
買
に
関
す
る
記
載
を
見

い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
一
過
性
の
も
の
で
恒
常
的
利
用
が
不
可
能
な
濁
水
に
関
し
て
は
、
そ
の
売
買
が
技
術
的
に
困
難
で
あ
る
と
と
も
に
、

規
定
量
が
割
り
振
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
濁
水
利
用
豊
丸
（
戸
）
に
は
、
こ
れ
を
売
買
す
る
権
利
す
ら
生
じ
な
か
っ
た
た
め
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
こ
れ
ら
水
売
買
契
約
の
他
に
、
水
利
用
地
の
売
買
契
約
が
確
認
で
き
る
。
水
利
用
地
は
水
地
と
呼
ば
れ
る
灌
瀧
地
と
舗
道
の
二
種
に
分
類
で
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き
る
。
［
史
料
六
］
は
売
り
手
で
あ
る
午
問
里
二
議
席
王
亮
が
固
鎮
里
へ
二
恩
三
分
の
水
地
を
銅
銭
六
〇
千
文
に
て
売
却
す
る
と
い
う
内
容
の

契
約
で
あ
る
。
立
会
人
と
し
て
は
売
買
斡
旋
人
で
あ
り
証
人
で
あ
る
中
見
入
に
加
え
て
、
渠
長
、
公
直
、
筆
算
人
と
い
っ
た
水
利
管
理
者
、
さ

ら
に
民
間
の
任
意
団
体
　
　
会
や
社
の
管
理
者
で
あ
る
首
聖
人
や
監
生
数
人
の
名
が
見
え
る
。
ま
た
、
水
再
売
買
に
伴
い
、
水
地
糧
二
斗
四
升

一
合
五
勺
の
税
負
担
も
付
随
し
て
固
鎮
里
へ
と
移
転
さ
れ
た
。
水
地
の
売
買
に
伴
い
、
水
地
糧
の
納
税
責
任
が
購
入
者
で
あ
る
固
鎮
里
に
委
譲

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
に
見
え
る
水
地
質
額
は
売
買
対
象
地
で
あ
る
墨
筆
三
分
に
、
先
に
述
べ
た
一
夕
当
た
り
一
斗
五
合
を
掛
け
合

わ
せ
た
値
と
～
致
す
る
。

　
次
に
［
史
料
七
］
は
漸
落
の
売
買
契
約
で
あ
り
、
明
代
弘
治
一
〇
年
（
一
四
九
七
）
に
な
さ
れ
た
干
問
里
の
史
愛
か
ら
故
鎮
里
の
水
利
管
理

者
で
あ
る
王
錦
ら
と
干
間
里
の
劉
錦
ら
へ
の
渠
道
売
却
の
事
例
と
、
正
徳
九
年
（
一
五
～
四
）
の
干
間
里
の
史
英
か
ら
故
玉
里
の
劉
驚
等
へ
の

県
道
売
却
の
契
約
書
二
通
が
ま
と
め
て
正
徳
九
年
に
石
碑
に
刻
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
売
買
の
対
象
は
逃
道
と
さ
れ
る
が
、
実
際
は

契
約
時
点
で
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
旧
水
路
跡
地
の
売
買
契
約
で
あ
る
。
対
象
地
の
面
積
と
価
格
は
、
後
者
に
つ
い
て
は
三
・
六
メ
ー
ト
ル
四

方
で
白
銀
二
両
四
銭
と
さ
れ
、
前
者
の
面
積
は
不
明
な
が
ら
そ
の
価
格
が
銀
五
両
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
約
二
倍
の
土
地
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら

に
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
開
削
予
定
の
黄
道
を
両
里
が
と
も
に
用
い
る
た
め
か
、
買
い
手
に
は
胡
鎮
里
と
干
問
里
双
方
の
水
利
管
理
者
が
名
を

連
ね
、
そ
の
費
用
は
故
鎮
里
が
四
両
、
干
澗
里
が
一
両
と
し
て
双
方
よ
り
支
払
わ
れ
た
。

　
こ
れ
ら
諸
契
約
は
全
て
年
限
を
記
さ
な
い
死
軍
で
あ
っ
た
が
、
前
節
で
挙
げ
た
韓
家
院
の
事
例
に
も
見
え
る
よ
う
に
、
渠
道
典
買
の
事
例
も

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
噸
山
西
省
各
県
二
道
表
』
河
津
県
南
道
表
（
民
国
七
年
目
一
九
一
八
］
＝
一
月
調
査
）
に
よ
れ
ば
、
瓜
硲
清
水
を
引

水
す
る
澗
五
三
は
南
午
芹
・
北
午
芹
玉
村
の
灌
瀧
に
用
い
ら
れ
た
が
、
南
午
芹
が
自
身
の
利
用
権
を
全
て
北
午
芹
に
典
売
し
た
こ
と
に
よ
り
、

北
惣
髪
は
南
区
芹
へ
の
流
入
路
を
途
絶
し
、
そ
の
水
を
全
て
下
蔭
芹
の
耕
地
へ
と
導
い
た
。
後
に
南
午
芹
が
買
い
戻
し
を
行
お
う
と
し
た
が
、

北
午
芹
は
こ
れ
を
認
め
ず
、
か
え
っ
て
五
霞
一
〇
東
道
を
決
壊
さ
せ
、
同
治
七
年
に
澗
東
渠
は
廃
渠
と
な
る
に
至
っ
た
と
す
る
。

　
三
里
地
区
に
お
い
て
は
、
個
人
と
村
庄
、
或
い
は
村
庄
問
に
お
い
て
、
清
水
や
水
地
、
県
道
の
売
買
・
貸
借
な
ど
様
々
な
水
利
関
連
の
契
約
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が
取
り
交
わ
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
村
雀
単
位
で
の
引
水
量
が
維
持
さ
れ
、
時
期
的
・
量
的
な
過
不
足
が
補
わ
れ
る
と
と
も
に
、
限
ら
れ
た

水
資
源
を
有
効
利
用
し
て
灌
概
地
を
維
持
・
拡
大
さ
せ
る
試
み
が
な
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
水
を
め
ぐ
る
争
い
を
回
避
し
、

よ
り
優
位
な
利
用
状
況
を
作
り
出
す
た
め
に
三
硲
地
区
で
用
い
ら
れ
た
手
段
が
諸
種
の
水
利
契
約
で
あ
り
、
時
に
地
域
・
水
源
の
別
を
も
越
え

て
な
さ
れ
た
清
水
売
買
は
、
清
濁
灌
概
方
式
の
運
用
面
に
一
定
の
柔
軟
性
を
付
加
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
史
料
に
確
認
で
き
る
だ
け
で
も
、
一
四
世
紀
申
葉
か
ら
二
一
世
紀
中
葉
に
至
る
石
馬
〇
〇
年
間
も
の
長
き
に
亘
り
、
三
硲
地
区
で
は
清
濁
灌

概
方
式
が
維
持
さ
れ
た
。
そ
の
長
期
持
続
性
を
支
え
た
も
の
は
、
地
域
・
水
源
の
別
と
い
う
人
為
的
棚
約
と
、
各
個
人
・
豊
熟
の
間
で
取
り
交

わ
さ
れ
た
水
利
契
約
に
よ
る
融
通
性
に
あ
っ
た
と
雷
え
よ
う
。

①
こ
の
水
争
に
つ
い
て
は
、
時
の
山
西
巡
撫
徐
焼
の
『
吟
香
霊
室
奏
疏
㎞
巻
八
に

　
も
関
連
す
る
記
載
が
見
え
る
。
そ
こ
で
は
、
師
在
職
ら
の
訴
え
の
背
景
に
は
、
史

　
伝
清
ら
と
結
託
し
た
丁
役
が
軍
需
物
資
と
し
て
の
駝
駝
の
購
入
や
龍
門
に
お
け
る

　
渡
船
運
営
に
当
た
っ
て
汚
職
を
働
い
て
い
る
と
い
う
問
題
が
あ
り
、
そ
の
証
拠
が

　
つ
か
め
な
い
た
め
に
水
争
に
名
を
借
り
て
頻
繁
に
訴
訟
を
起
こ
し
て
い
る
と
の
理

　
解
が
な
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
徐
折
の
擬
案
は
、
水
争
に
関
し
て
は
師
在
午
ら
の

　
主
張
を
認
め
る
も
の
の
、
中
央
政
庁
に
ま
で
至
る
訴
え
を
健
訟
と
み
な
し
、
杖
八

　
十
、
加
厳
酷
の
罰
を
課
す
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
刑
部
も
こ
れ
を
認
め
た
。
な
お
、

　
墨
壷
午
に
関
し
て
は
、
隅
三
硲
誌
』
に
門
師
在
午
的
故
事
偏
と
し
て
諸
種
の
伝
説

　
が
収
録
さ
れ
る
。
自
ら
は
処
罰
さ
れ
た
も
の
の
、
歩
言
及
び
下
八
村
の
瓜
硲
濁
水

　
の
水
利
権
を
死
守
し
た
そ
の
行
為
が
語
り
継
が
れ
、
伝
説
化
し
た
こ
と
を
物
語
る
。

②
嘉
慶
八
年
（
一
八
〇
三
）
門
乙
渠
碑
記
」
（
隅
河
東
水
利
碑
刻
五
二
〇
四
～
五

　
頁
）
に
は
、
と
も
に
瓜
硲
濁
水
を
利
用
す
る
侯
家
庄
と
李
家
墾
と
の
水
争
の
経
緯

　
が
、
ま
た
『
康
煕
平
陽
府
志
㎞
巻
一
三
・
瓜
硲
水
条
に
は
、
濁
水
利
用
村
庄
で
あ

　
る
奨
村
内
に
お
い
て
東
西
に
分
か
れ
た
任
姓
の
人
々
が
互
い
に
協
力
し
て
水
路
補

　
修
を
行
う
ど
こ
ろ
か
、
か
え
っ
て
水
資
源
の
争
奪
を
め
ぐ
っ
て
訴
訟
を
繰
り
広
げ

　
た
事
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。

③
こ
れ
ま
で
の
研
究
お
よ
び
調
査
報
告
に
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
水
売
買
お
よ
び
貸

　
借
契
約
と
し
て
は
、
薪
庄
一
九
四
一
に
清
代
手
緒
年
間
お
よ
び
民
国
時
代
の
包
頭

　
に
お
け
る
売
水
端
と
租
水
約
が
挙
げ
ら
れ
、
当
該
地
域
（
東
河
村
）
に
お
い
て
は

　
用
水
権
が
土
地
と
同
じ
く
不
動
産
と
み
な
さ
れ
、
売
買
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。

　
ま
た
、
天
野
一
九
五
五
で
は
、
司
法
行
政
部
編
網
民
商
事
習
慣
調
査
報
告
録
翫

　
（
　
九
三
〇
年
六
月
）
よ
り
、
無
帽
河
西
地
域
の
甘
州
・
涼
州
一
帯
に
お
い
て
黒

　
河
の
水
が
臨
時
的
に
売
買
さ
れ
る
事
例
を
取
り
あ
げ
る
と
と
も
に
、
『
山
西
省
各

　
県
渠
道
表
』
に
見
え
る
山
西
懐
罵
言
下
煮
渠
の
水
典
買
の
記
載
に
誉
及
す
る
。
さ

　
ら
に
、
『
申
国
農
村
慣
行
調
査
㎞
第
六
巻
・
水
翻
に
は
、
灌
瀧
用
水
・
灌
概
用
水

　
地
の
売
買
・
賃
貸
に
関
す
る
聞
き
取
り
内
容
が
収
録
さ
れ
る
。
中
で
も
、
水
資
料

　
（
＝
エ
ハ
ニ
ー
四
頁
）
に
掲
載
さ
れ
る
万
暦
一
四
年
（
一
五
八
六
）
建
設
の
邪
台
県

　
出
藍
套
（
重
罰
闘
）
の
用
水
簿
に
は
、
水
売
買
に
関
す
る
契
約
内
容
お
よ
び
そ
の

　
水
価
が
記
載
さ
れ
る
な
ど
、
極
め
て
史
料
的
価
値
が
高
い
。
な
お
、
中
国
に
お
け

　
る
新
聞
各
社
の
報
道
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
七
年
＝
月
に
陳
西
省
澄
城
県
尭
頭
鎮

　
南
関
村
に
お
い
て
、
立
代
康
煕
年
間
よ
り
民
国
時
期
に
お
よ
ぶ
約
百
件
の
民
間
契

　
約
文
書
が
発
掘
さ
れ
、
そ
の
中
に
は
水
茎
が
含
ま
れ
る
と
さ
れ
る
。
早
期
の
資
料

　
公
開
が
望
ま
れ
る
。
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④
水
利
用
地
の
売
買
に
つ
い
て
は
、
新
庄
一
九
四
一
に
高
等
の
水
地
売
買
に
関
す

　
る
多
く
の
契
約
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
他
、
段
　
一
〇
〇
四
に
、
水
地
売
買
の
契
約

二
通
が
乾
隆
五
四
年
（
一
七
八
九
）

れ
、
そ
の
録
文
が
掲
載
さ
れ
る
。

「
築
堰
碑
記
」
に
刻
さ
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
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お
　
わ
　
り
　
に

　
こ
れ
ま
で
の
考
察
に
基
き
、
改
め
て
三
硲
清
濁
灌
概
方
式
に
見
る
環
境
適
応
の
あ
り
方
を
考
え
て
み
よ
う
。
当
地
域
に
お
け
る
水
問
題
は
、

そ
の
量
的
、
時
期
的
な
不
安
定
性
に
あ
り
、
こ
れ
は
～
方
の
水
源
た
る
泉
水
の
稀
少
さ
と
華
北
全
般
に
通
じ
る
降
雨
の
時
期
的
偏
り
に
由
来
す

る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
量
的
不
安
定
性
に
関
し
て
は
、
清
水
と
濁
水
と
い
う
異
な
る
水
源
を
併
用
す
る
こ
と
で
そ
の
対
応
が
図
ら
れ
る
。

特
に
、
雨
水
の
有
効
利
用
を
目
的
と
す
る
濁
水
灌
概
は
、
あ
く
ま
で
時
期
的
な
偏
り
の
大
き
い
降
雨
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
山
地
に
お

け
る
広
い
集
水
域
を
持
つ
こ
と
に
加
え
て
、
各
種
有
機
物
お
よ
び
無
機
物
を
包
摂
し
土
壌
を
肥
沃
化
さ
せ
る
効
能
を
有
す
る
こ
と
で
、
扇
央
部

に
お
け
る
農
業
生
産
に
大
き
く
寄
与
し
た
。
ま
た
、
清
水
利
用
村
庄
の
水
源
お
よ
び
引
水
量
を
規
定
し
、
濁
水
利
用
村
庄
に
よ
る
清
水
の
利
用

を
禁
じ
る
こ
と
で
、
清
水
の
過
度
な
分
割
が
制
限
さ
れ
、
大
量
利
用
に
よ
る
水
源
の
澗
渇
と
い
う
状
況
を
回
避
す
る
と
と
も
に
、
稀
少
な
水
資

源
の
共
有
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
時
期
的
不
安
定
性
に
関
し
て
は
、
清
水
に
比
し
て
よ
り
そ
の
影
響
を
被
る
濁
水
の
利
用
方
法
に
特
徴
が
見
い
だ
せ
る
。
清
水
が
上
流
村
庄
の

独
占
利
用
を
防
ぎ
、
各
村
庄
の
引
水
量
を
確
保
す
る
た
め
に
、
下
流
側
か
ら
規
定
量
の
引
水
が
行
わ
れ
た
の
に
対
し
て
、
濁
水
利
用
に
お
い
て

は
、
上
流
側
か
ら
の
任
意
引
水
と
い
う
方
法
を
用
い
る
こ
と
で
、
贈
呈
と
洪
水
と
い
う
両
極
的
状
況
へ
の
対
応
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
が
、
欠
水
地
域
に
お
け
る
水
利
用
の
特
徴
と
も
言
う
べ
き
水
売
買
の
事
例
で
あ
る
。
三
聖
地
区
で
は
土
地
と
分
離
し

た
水
売
買
が
一
種
公
然
と
行
わ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
楽
劇
ご
と
に
規
定
さ
れ
た
引
水
量
が
維
持
さ
れ
、
そ
の
過
不
足
が
調
整
さ
れ
た
。
ま
た
、

濁
水
利
用
村
庄
も
清
水
の
購
入
を
行
う
こ
と
で
そ
の
時
期
的
不
安
定
性
を
一
定
程
度
克
服
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
道

光
年
間
に
お
い
て
濁
水
利
用
御
庄
の
清
水
購
入
が
禁
止
さ
れ
、
さ
ら
に
民
国
時
代
に
は
灌
概
地
と
利
用
水
源
の
対
応
関
係
が
限
定
さ
れ
る
な
ど
、
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地
域
・
水
源
の
別
は
、
よ
り
そ
の
厳
格
さ
を
増
し
て
い
く
。
こ
う
し
た
管
理
面
の
厳
格
化
は
、
一
方
で
清
濁
灌
概
方
式
の
持
つ
柔
軟
性
を
阻
害

し
、
運
用
の
固
定
化
へ
と
道
を
開
く
こ
と
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
自
然
環
境
の
不
安
定
性
に
由
来
す
る
水
問
題
を
抜
本
的
に
解
決
す
る
に
は
、
新
た
な
水
源
の
開
発
と
濁
水
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
必
要
と
な
る
。

　
九
五
〇
年
代
以
降
、
扇
状
地
南
方
へ
の
正
面
区
域
拡
大
が
図
ら
れ
る
中
、
山
域
に
お
け
る
薪
た
な
源
泉
が
開
発
さ
れ
、
深
井
戸
掘
削
に
よ
る

地
下
水
の
利
用
が
推
進
さ
れ
た
。
ま
た
、
瓜
硲
口
に
躍
進
ダ
ム
が
建
設
さ
れ
、
濁
水
を
貯
水
し
て
そ
の
流
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
可

能
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
七
〇
年
代
以
降
に
は
、
ト
ン
ネ
ル
や
コ
ン
ク
リ
ー
ト
水
路
を
通
し
て
こ
れ
ら
北
部
の
水
を
開
発
地
域
で
あ
る
南
部
へ

と
供
給
す
る
北
水
南
丘
と
呼
ば
れ
る
政
策
が
実
施
さ
れ
、
清
濁
宙
水
の
利
用
区
域
が
拡
大
さ
れ
て
い
く
。
し
か
し
な
が
ら
、
降
雨
量
の
減
少
と

水
源
の
乱
開
発
、
さ
ら
に
上
流
域
に
お
け
る
工
業
開
発
の
進
展
に
伴
う
水
資
源
の
大
量
利
用
に
よ
っ
て
、
泉
水
の
湧
出
量
が
減
少
し
、
そ
の
影

響
は
灌
概
区
全
域
へ
と
波
及
す
る
問
題
へ
と
発
展
す
る
こ
と
と
な
る
。

　
こ
こ
で
は
、
よ
り
多
面
的
か
つ
詳
細
な
検
討
が
必
要
な
現
状
と
の
早
急
な
比
較
は
慎
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
清
濁
量
水
の
分
割
利
用
と

い
う
一
点
に
限
っ
て
も
、
歴
史
的
な
清
濁
灌
瀧
方
式
と
の
差
異
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
れ
は
地
域
・
水
源
の
別
と
い
う
規
定
が
既
に
そ
の
歴
史

的
使
命
を
終
え
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
人
為
的
制
約
と
水
利
契
約
に
支
え
ら
れ
た
清
濁
漸
漸
方
式
の
長
期
持
続
性
は
、
不
安
定
性
か
ら
の
脱
却

を
目
指
す
中
で
既
に
失
わ
れ
た
自
然
環
境
と
の
調
和
的
な
あ
り
方
を
今
に
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
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本
資

　
料
の
研
究
㎞
東
京
大
学
出
版
会

　
店

中
国
農
村
慣
行
調
査
刊
行
会
編
～
九
八
一
『
中
国
農
村
慣
行
調
査
』
全
六
巻
、
岩

　
波
書
店

張
俊
前
著
；
森
田
明
訳
二
〇
〇
七
「
共
同
体
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
？
1
明
清
以

　
後
の
沿
河
流
域
通
利
渠
の
調
査
・
研
究
に
基
づ
い
て
一
」
馴
中
團
水
利
史
研
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究
瞼
第
三
五
号

錦
織
英
夫
一
九
四
～
『
山
西
農
業
と
自
然
㎞
経
研
研
究
報
告
第
一
輯
、
国
立
北
京

　
　
大
学
農
学
院
中
国
農
村
経
済
研
究
所

保
柳
睦
美
一
九
四
三
「
山
西
農
業
の
自
然
環
境
」
『
北
支
・
蒙
古
の
地
理
一
乾
燥
ア

　
　
ジ
ア
の
地
理
学
的
諸
問
題
価
右
今
書
院
（
原
載
は
『
世
界
地
理
睡
簗
一
二
巻
、
支

　
　
那
　
、
～
九
四
〇
）

森
田
明
二
〇
〇
四
「
華
北
水
利
史
研
究
の
進
展
に
新
資
料
」
『
東
方
』
二
八
一
号

　
　
　
二
〇
〇
七
笥
水
利
共
同
体
」
論
に
対
す
る
中
国
か
ら
の
批
判
と
論
難
」

　
　
『
東
洋
史
訪
撫
第
」
三
号

（
中
継
）

丁
文
江
・
躰
朋
文
瀬
。
曲
聞
世
論
編
…
　
一
九
一
二
四
『
苦
報
六
〇
周
年
癒
合
心
　
二
曲
誰
［
氏
圏
園
新

　
　
地
図
㎏
申
報
館

藪
波
編
輯
一
九
八
九
『
河
津
文
博
蒼
葦
』
河
津
県
博
物
館

段
友
文
二
〇
〇
四
「
抹
不
捧
的
集
体
記
憶
…
山
西
祁
県
昌
源
河
洪
湧
災
害
与
民
俗

　
　
調
査
」
『
民
俗
曲
芸
輪
第
一
四
三
期
（
欄
黄
河
卑
下
游
家
族
村
庄
民
俗
与
社
会
現

　
　
代
化
隔
中
華
書
下
、
二
〇
〇
七
年
に
再
録
）

苑
天
平
編
著
二
〇
〇
～
『
豫
西
水
碑
不
沈
隔
陳
西
人
畏
出
版
社

韓
蔀
戊
莉
二
〇
〇
⊥
ハ
「
近
代
山
前
地
区
M
地
理
環
境
雪
水
翫
惟
保
障
系
砕
就
」
　
『
近
代
史
暫
鱗

　
　
究
飴
第
一
期

河
津
県
志
編
纂
委
員
会
編
一
九
八
九
『
河
津
聯
帯
徳
山
西
入
民
出
版
社

胡
英
沢
二
〇
〇
七
「
墾
池
而
飲
”
明
清
時
代
北
方
地
区
的
民
生
胴
囲
」
『
中
国
歴
史

　
　
地
理
論
叢
撫
第
二
期
（
行
二
〇
〇
七
に
再
録
）

黄
竹
三
・
罵
俊
傑
等
編
著
二
〇
〇
三
四
通
洞
二
三
水
利
碑
刻
輯
録
輪
美
山
地
区
水

　
　
資
源
与
民
間
社
会
調
査
資
料
集
第
三
集
、
中
華
書
局

景
愛
二
〇
〇
七
「
環
境
史
引
論
」
王
利
華
主
編
『
中
国
歴
史
上
的
環
境
与
社

　
　
会
』
生
活
・
読
書
・
新
知
三
碧
書
店

山
西
省
地
図
集
編
纂
委
員
会
編
二
〇
〇
五
『
山
西
省
地
図
集
隔
山
東
省
地
図
出
版

　
　
社

田
東
奎
二
〇
〇
六
「
水
餅
、
碑
刻
、
伝
説
”
近
代
中
国
水
権
糾
紛
民
聞
解
決
的
歴

　
　
史
人
類
学
分
析
」
『
法
史
学
刊
幽
第
一
巻

王
長
命
二
〇
〇
七
門
嘉
承
灌
瀧
”
明
清
至
民
国
時
期
平
遙
官
溝
河
水
利
開
発
与
水

　
　
利
紛
争
」
行
二
〇
〇
七
所
収

王
永
録
主
編
；
山
西
省
河
津
市
王
硲
志
編
纂
委
員
会
編
一
九
九
五
『
三
硲
誌
』
西

　
　
安
地
図
出
版
社

蒸
正
戦
～
九
九
九
「
歴
史
時
期
親
中
地
籔
農
同
罪
概
中
工
水
権
問
題
」
『
中
国
経
済

　
　
史
研
究
睡
第
～
期

行
龍
主
編
二
〇
〇
七
『
環
境
史
視
野
下
的
近
代
山
西
社
会
臨
山
西
人
民
出
版
社

楊
太
康
・
曹
占
梅
編
著
二
〇
〇
六
『
三
島
戯
曲
文
物
考
㎞
（
上
・
下
）
民
俗
曲
芸
叢

　
　
書
、
財
団
法
人
施
合
鄭
民
俗
文
化
基
金
会

揚
盈
達
主
編
～
九
八
四
『
河
東
水
利
志
輪
出
版
社
不
詳

張
含
量
二
〇
〇
五
「
明
清
以
来
山
西
水
力
加
工
業
的
興
衰
－
翼
翼
環
境
史
研
究
中

　
　
的
一
個
概
念
化
書
写
」
咽
中
国
農
史
』
第
四
期

　
　
　
二
〇
〇
六
『
明
清
以
来
洪
僻
書
利
与
社
会
変
遷
－
碁
予
田
野
調
査
的
分
析

　
　
与
研
究
』
山
西
大
学
二
〇
〇
六
届
博
士
学
位
論
文

張
小
皿
・
卜
永
竪
・
丁
荷
生
二
〇
〇
六
「
《
浦
山
地
区
水
資
源
与
民
間
社
会
調
査
資

　
　
料
集
》
補
遺
七
則
扁
『
華
南
研
究
資
料
中
心
通
訊
輪
第
四
二
期

張
学
会
王
編
二
〇
〇
四
『
河
東
水
利
碑
刻
㎞
山
西
人
民
出
版
社

左
国
元
編
一
九
九
九
『
黄
河
金
石
録
』
黄
河
水
利
出
版
社

［
史
　
料
］
（
凡
例
）
門
□
」
…
一
字
欠
／
「
…
…
」
…
複
数
字
欠
／
「
［
ご
…
碑

　
　
文
不
明
瞭
に
て
文
脈
よ
り
補
っ
た
文
字

［
史
料
㎜
］

　
　
刑
部
右
侍
郎
臣
凌
奏
、
為
水
利
事
。
洪
武
二
十
二
年
五
月
初
四
日
、
於
華
蓋
殿

　
　
欽
奉
「
山
西
河
津
県
告
水
利
、
教
的
凌
侍
郎
去
整
理
、
務
要
親
到
水
処
、
相
視
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清濁灌概方式が持つ水環境問題への対応力（井黒）

地
勢
、
明
白
定
日
團
来
。
欽
此
。
」
於
当
月
二
十
八
日
到
河
津
県
、
二
十
九
日

往
北
山
瓜
硲
等
処
、
相
視
［
地
］
勢
、
画
随
拘
喚
韓
敬
礼
等
斜
頚
遠
原
状
内
一

口
人
数
、
到
官
従
実
供
説
、
参
詳
衆
説
、
倶
無
稽
応
照
之
雷
、
皆
不
可
聴
。
言

錐
不
用
、
亦
皆
無
招
、
倶
各
疎
放
。
適
期
有
豊
島
等
里
離
杜
遵
益
等
、
将
各
里

欺
瞳
糧
額
地
土
、
尽
行
具
状
、
山
郷
到
官
。
依
状
提
取
問
招
明
白
、
倶
各
各
依

律
発
落
改
正
。
又
拠
故
鎮
毘
甲
光
視
昆
等
具
状
告
称
、
「
遮
馬
峰
通
山
清
水
一

渠
係
是
醤
砺
崖
鱗
、
穿
馨
洞
孔
。
本
里
与
干
問
西
村
人
戸
使
用
、
並
与
僧
楼
等

五
塁
無
干
。
」
審
勘
是
実
、
依
状
衡
擾
付
与
故
鎮
並
干
問
西
村
人
戸
。
故
鎮
三

十
一
日
零
六
時
、
干
［
聞
扁
　
一
十
八
日
零
六
時
、
永
為
定
例
。
又
拠
干
間
等
里

甲
張
恒
礼
等
、
押
書
黒
積
年
以
来
捜
称
水
口
・
士
長
等
各
色
人
数
、
亦
行
状
首

邑
官
、
倶
各
提
取
問
招
明
白
。
即
依
大
詰
議
擬
、
解
赴
京
城
発
落
外
、
即
会
同

山
西
窟
政
司
上
演
童
昇
・
蒲
州
同
知
濡
魁
・
本
県
知
県
侯
平
等
、
並
九
里
黒
甲

書
老
入
等
、
与
之
約
日
「
此
間
、
百
姓
為
瓜
差
等
水
利
、
累
年
争
訟
不
絶
、
下

溝
官
府
、
上
擾
朝
廷
。
欲
便
書
刑
、
又
恐
冤
柾
、
思
遣
本
職
到
来
、
整
理
約
束
。

昨
親
筆
瓜
硲
、
踏
視
山
水
渠
道
、
沿
照
照
畝
、
無
段
不
転
。
語
源
等
四
里
慮
恐

踏
視
出
来
不
便
、
随
将
欺
備
応
報
王
土
、
尽
数
千
首
到
窟
、
問
招
明
白
、
依
律

決
断
、
減
艶
艶
額
地
土
、
尽
行
改
正
、
水
月
収
科
当
差
、
椒
株
奏
［
聞
］
辮
課

外
、
僧
楼
等
五
里
別
無
量
理
訴
報
不
実
繋
累
。
悲
報
水
・
平
・
披
・
沙
地
、
傍

依
旧
例
輸
納
税
糧
。
今
後
、
瞥
見
等
四
里
人
戸
、
既
是
専
使
清
水
、
務
要
照
地

均
馬
、
勿
致
青
目
。
正
調
濁
水
出
時
、
県
有
忌
疾
、
黙
認
岩
瀬
、
不
放
南
下
、

或
開
耳
漏
堤
堰
、
編
入
黄
・
扮
青
苧
者
、
即
将
僧
子
等
磁
器
該
水
地
黒
糧
、
尽

行
照
段
霊
地
畝
日
数
、
擾
付
与
悪
也
。
羅
照
例
将
平
・
披
・
沙
地
、
尽
数
改
為

水
地
、
工
科
豪
差
、
不
須
祢
争
奪
。
都
従
慧
百
姓
毎
、
下
馬
硲
使
長
流
清
水
的
、

甲
山
旧
例
、
亦
須
遵
守
、
不
許
分
毫
侵
越
。
違
者
治
以
重
罪
。
這
般
与
祢
約
束
、

均
平
也
不
均
平
、
争
訟
也
不
争
訟
。
扁
衆
入
同
声
日
「
使
常
流
不
息
清
水
者
、

今
因
幽
首
尽
行
改
正
、
収
算
当
差
、
使
出
没
不
當
濁
水
者
、
仰
前
起
科
無
改
。

分
流
的
如
此
均
平
、
俺
百
姓
更
復
何
争
。
」
北
四
里
説
、
永
不
敢
阻
当
濁
水
南

流
。
南
五
盤
説
、
情
願
不
道
争
他
清
水
使
用
、
繊
麗
□
写
約
束
記
文
一
道
、
令

本
県
収
掛
、
　
・
水
為
｛
疋
式
。
　
引
取
有
庶
記
者
、
　
治
加
州
趣
爪
約
。
　
晶
剛
項
事
理
O
目
整
理
溶
疋
奪

了
当
。
今
将
断
過
隠
朧
糧
額
人
数
文
藝
～
本
、
井
起
解
県
立
各
色
人
［
数
］
□

ロ
ロ
ロ
難
壁
此
。
浮
具
奏
。
（
原
碑
で
は
傍
線
部
の
「
奏
扁
・
「
華
墨
殿
」
・
「
山

西
」
に
て
平
出
、
「
大
継
目
・
「
京
城
」
・
「
朝
廷
扁
・
「
聞
」
に
て
二
字
擾
頭
さ
れ

る
。
）

［
史
料
一
一
］

　
古
記
、
練
馬
硲
清
水
｝
道
、
循
年
春
初
、
謹
製
渠
路
、
修
理
堤
堰
。
水
出
硲
、

　
先
婦
職
工
引
水
、
三
十
～
日
零
六
時
、
満
日
交
与
干
澗
里
西
村
人
戸
、
引
水
一

　
十
八
日
零
陸
墨
、
共
五
十
B
為
率
、
周
而
復
始
。
泉
源
響
板
洞
堰
六
百
余
歩
、

　
石
洞
一
十
四
孔
、
懸
県
単
醐
堤
堰
。
□
年
秋
禾
吐
穗
、
正
当
用
水
之
時
、
被
猛

　
水
難
帯
鋸
沖
崩
、
水
落
天
澗
、
連
日
直
黒
、
方
才
功
起
。
又
被
蓋
水
沖
壊
、
流

　
入
黄
河
、
浅
不
済
用
。
再
欲
修
理
、
番
次
過
期
、
水
番
空
落
、
虚
納
水
地
糧
草
。

　
正
徳
七
年
、
督
水
渠
長
漏
路
協
同
衛
肥
井
管
水
老
人
衛
敢
・
濫
倫
、
渠
長
康
鎧

　
等
、
福
崎
ム
叩
石
匠
一
十
⊥
油
入
、
　
造
車
駕
岬
輔
、
野
饗
…
宙
工
二
輌
旧
、
拳
蟹
二
∴
1
畝
編
夫
一

　
名
、
毎
畝
地
銀
一
分
二
黒
、
米
八
合
、
灰
十
斤
、
柏
木
銀
錠
一
尺
。
堰
高
二
丈

　
八
尺
。
低
南
北
長
四
囲
、
東
西
辛
煮
丈
。
頂
南
北
長
二
丈
五
尺
、
東
西
闊
一
丈
。

　
当
年
ニ
無
月
十
⊥
ハ
日
紀
陶
一
一
、
　
五
月
初
～
二
［
口
辺
丁
、
　
工
始
目
土
終
ム
ハ
十
八
日
、
内
圃
脚
雨
阻

　
十
n
ロ
。
堰
西
創
建
龍
王
廟
二
座
、
　
択
｛
疋
二
日
月
二
十
一
口
U
至
⊥
ハ
月
十
－
八
日
祭
饗
。

　
石
匠
｝
↓
価
銀
＝
一
十
五
㎜
悶
、
米
甥
工
－
石
。
故
舘
哺
山
山
銀
～
二
十
∴
二
而
閂
五
分
、
　
米
一
十
山
ハ

　
山
九
斗
、
花
紅
銀
一
補
凹
。
唱
T
澗
掘
山
銀
⊥
上
呂
九
分
、
米
一
十
よ
土
石
一
斗
。
猪
羊
酒

　
飯
共
費
銀
一
十
、
車
五
輌
共
沸
銀
二
両
、
具
造
在
石
。
職
工
里
長
劉
瀦
衛
妃

　
管
水
老
入
留
書
掃
墨
督
工
渠
長
康
信
（
以
下
の
人
名
は
省
略
）
干
澗
里
渠
長

　
劉
景
（
以
下
の
人
名
は
省
略
）
正
徳
九
年
四
月
初
九
日
劉
路
立
石
　
修
堰
石
匠

　
｝
日
底
工
詣
拗
驚
喜
一
十
⊥
出
撃
　
道
光
一
兀
年
段
月
渠
長
廟
徽
…
聖
全
　
　
原
育
寛
重
修
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［
史
料
三
］
遮
馬
硲
重
墨
水
利
記

　
　
河
津
県
北
山
之
隈
有
滞
日
遮
馬
、
硲
之
中
有
泉
帯
下
眼
。
我
故
鎮
・
干
瓢
用
之
、

　
　
以
灌
瀧
地
畝
者
也
。
旧
非
不
為
用
具
。
第
以
自
泉
而
南
、
約
有
六
百
余
歩
、
皆

　
　
傍
崖
蒲
瑚
、
越
石
穿
墾
、
…
遇
狂
風
猛
雨
、
飛
沙
走
石
、
□
□
天
澗
難
時
□
脩

　
　
理
匪
能
堅
久
。
我
同
工
其
事
之
人
、
有
不
勝
其
煩
口
□
也
。
正
徳
壬
申
、
劉
磐

　
　
美
重
謂
門
不
一
勢
者
不
永
寧
、
不
暫
費
者
不
垂
直
。
」
於
是
、
率
両
懸
四
人
、

　
　
択
咽
喉
之
地
、
砺
之
筆
石
、
貫
之
以
木
、
絶
硲
嘱
目
為
之
堤
堰
。
凡
財
力
工
匠

　
　
之
需
、
則
翻
弄
時
之
多
寡
、
以
出
補
翼
。
其
高
三
丈
、
其
厚
揚
丈
、
較
之
前
日
、

　
　
熟
思
少
目
成
功
多
夷
。
迫
正
徳
庚
辰
夏
、
大
雨
暴
作
、
水
勢
油
涌
、
堤
堰
尽
為

　
　
之
潰
決
、
地
之
不
能
灌
瀧
者
幾
及
二
年
。
有
劉
君
名
慢
字
サ
覚
者
、
念
前
功
之

　
　
既
墜
、
思
水
利
之
当
復
、
因
衆
人
之
推
、
遂
以
身
而
任
其
事
。
慮
財
用
計
徒
庸
、

　
　
O
厚
薄
捲
高
低
、
一
～
而
令
役
於
両
里
之
入
。
而
両
里
之
人
喜
於
四
半
、
楽
於

　
　
赴
工
。
因
旧
制
川
面
砺
之
浄
石
、
貫
之
以
木
。
嵩
高
春
思
、
面
詰
有
加
。
始
於

　
　
嘉
靖
二
年
之
二
月
、
終
於
嘉
靖
二
年
之
五
月
。
工
既
郵
駅
、
里
人
劉
万
・
郡
鵬

　
　
翼
・
幕
無
輩
因
求
詞
於
余
、
以
記
其
事
。
余
烈
修
復
水
利
、
事
之
至
大
者
也
、

　
　
亦
事
之
至
難
者
也
。
使
非
有
大
力
者
為
之
、
鮮
不
等
其
大
熱
難
苦
辛
沮
也
。
若

　
　
劉
霜
者
、
慨
然
任
之
而
不
解
、
毅
然
当
量
而
不
遜
。
卒
之
暴
至
難
業
事
、
成
至

　
　
大
之
功
。
奇
態
偉
烈
、
有
光
於
前
。
非
有
大
力
量
者
、
能
如
是
乎
。
鳴
呼
、
前

　
　
人
之
所
直
立
、
後
人
置
所
当
監
。
継
是
而
後
、
或
有
修
復
水
利
者
、
尚
日
興
之

　
　
娩
美
、
慎
勿
畏
其
大
会
楽
器
自
沮
也
。
相
是
事
者
、
刻
之
於
石
之
左
、
苑
不
贅

　
　
云
。
嘉
靖
三
年
五
月
吉
日
大
学
生
董
進
良
撰
文
　
庫
生
郡
世
爵
書
丹
　
提
督
里

　
　
長
劉
幌
　
老
人
王
論
　
李
錫
　
小
甲
衛
兄
（
以
下
の
人
名
は
省
略
）

［
史
料
四
］

　
　
固
鎮
閤
里
、
今
笠
原
買
本
里
清
水
漏
刻
盛
事
、
刊
列
於
石
、
以
垂
永
久
。

　
　
立
売
清
水
契
人
戸
顔
倫
、
今
将
磯
豆
硲
自
己
祖
業
下
龍
随
地
清
水
出
時
伍
刻
、

　
　
立
契
売
与
本
里
閤
村
、
永
遠
為
業
使
用
。
同
中
言
定
水
価
車
立
良
書
□
□
□
百

弐
拾
集
両
伍
銭
、
当
日
交
足
、
無
□
□
欠
。
雪
後
無
愚
、
立
売
照
門
照
。
雍
正

八
年
三
月
初
八
日
、
立
売
水
契
入
　
原
顔
倫
　
同
旨
原
響
銅
（
見
人
・
渠
長
・

提
鍵
人
の
名
は
省
略
）
雍
蕉
八
年
九
月
吉
旦

［
史
料
五
］

　
　
園
馬
糞
里
、
今
将
原
買
本
里
…
…
書
、
刊
列
藩
石
、
以
為
永
久
。

　
　
立
売
清
水
契
人
寧
□
□
、
今
将
自
己
［
祖
］
業
下
帯
添
地
清
［
水
］
翻
刻
、
立

　
契
売
□
□
為
業
。
言
書
画
価
絞
銀
捌
両
織
田
□
遺
骨
、
立
売
契
存
照
。
雍
正
九

　
年
四
月
初
九
日
　
立
売
水
契
人
寧
□
□
（
生
長
・
提
鍛
人
・
見
人
の
名
は
省

　
　
略
）

［
吏
料
六
］

　
　
圃
鎮
水
利
、
原
罪
午
問
腎
虚
膚
帯
亮
水
地
薄
畝
参
分
、
恐
代
遠
田
浬
、
割
書
有

　
　
失
、
野
壷
原
籍
刻
之
累
石
、
以
垂
永
久
。

　
　
立
売
水
地
岨
面
午
間
黒
二
甲
王
亮
、
因
習
不
便
、
今
将
自
己
纂
函
南
崖
水
地
萱

　
　
段
、
東
西
珍
量
地
大
数
試
畝
参
分
、
東
至
張
家
燕
口
宮
渠
、
東
南
至
郡
下
、
西

　
　
南
至
劉
官
地
、
西
管
渠
、
北
至
史
無
難
。
四
至
分
明
、
土
木
相
連
、
情
朝
立
契
、

　
　
売
於
固
鎮
水
利
、
永
遠
為
業
。
亜
門
言
明
、
面
受
話
無
漏
拾
任
補
整
、
当
日
交

　
　
足
無
欠
。
恐
後
無
悪
、
立
売
契
為
証
。
随
筆
原
糧
戴
斗
騨
升
置
合
蔓
立
（
中
見

　
　
入
・
著
長
・
公
直
・
提
鐸
人
・
首
論
人
・
監
生
の
名
は
省
略
）

［
史
料
七
】

　
　
…
…
水
出
経
□
□
□
□
地
□
被
彼
処
□
□
［
腰
］
折
堰
措
矧
所
害
□
□
不
□

　
　
…
…
知
何
代
借
判
周
家
地
□
渠
過
水
毎
□
澆
概
［
畷
］
地
。
今
被
周
家
見
得
先

　
　
已
遊
興
…
…
妄
言
、
伊
有
文
約
、
用
結
構
灌
。
周
家
人
等
或
受
人
鋳
物
、
或
貧

　
　
人
口
食
、
或
親
朋
下
垂
、
畳
目
与
人
癖
地
、
連
□
口
□
受
害
。
弘
治
十
年
、
口

　
　
本
里
管
水
老
人
王
室
・
康
鎧
・
衛
兄
買
到
腰
折
［
堰
］
□
愚
書
森
無
糧
披
地
、
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東
西
闊
八
尺
、
南
［
北
］
倶
管
渠
堰
頭
。
比
隣
、
未
曾
修
理
古
渠
。
正
徳
七
年
、

本
縢
目
珊
具
状
告
…
…
修
理
是
黒
帯
開
古
跡
渠
路
、
幽
幽
本
里
人
夫
、
同
心
端

力
、
旬
日
二
成
。
備
中
到
腰
折
愛
器
史
英
・
史
藁
箒
角
地
一
方
、
開
渠
過
水
、

永
為
［
］
便
。
今
将
斎
蔵
弐
紙
開
造
石
門
、
永
遠
為
照
。
立
売
渠
［
文
字
］
人
干

間
里
史
愛
甲
、
今
野
芝
銭
、
目
塞
□
□
本
分
祖
業
院
南
官
道
古
跡
蚕
下
m
□
□

割
買
、
東
西
寛
闊
八
尺
。
群
婚
東
至
宮
口
道
路
、
西
里
業
主
、
南
北
倶
至
業
主
、

南
北
□
炭
竃
□
手
下
、
修
築
山
盛
渠
路
、
務
要
両
隣
業
童
地
内
、
取
土
堅
完
、

井
臼
伐
樹
木
、
願
□
□
□
。
今
立
契
書
、
売
品
故
鎮
繭
篭
錦
・
康
鎧
・
衛
兄
等
、

干
間
里
劉
錦
・
王
張
縢
・
張
宿
等
、
口
□
各
該
水
戸
、
永
遠
為
業
、
行
移
過
水
。

対
同
樋
里
水
戸
人
無
言
定
価
銭
盈
翅
銀
髪
□
［
五
両
］
整
。
立
二
日
、
品
数
嵐

心
服
足
、
外
無
欠
少
。
恐
後
無
患
、
故
立
合
謹
呈
書
濾
紙
、
斜
里
郡
執
、
永
為

薬
用
。
計
開
、
原
定
価
銭
銀
五
両
整
、
故
鎮
出
銀
四
両
、
塁
間
出
［
］
銀
一
両
。

弘
治
十
年
二
月
日
、
立
売
渠
道
文
字
入
熱
間
史
愛
　
同
立
人
史
森
　
房
親
史
謙

史
公
　
見
人
劉
錦
　
王
鐸
　
劉
敢
。
立
売
渠
道
文
字
入
事
追
叙
史
英
等
、
今
為

糧
草
藤
辮
、
別
無
得
処
、
将
自
己
村
北
腰
折
堰
南
南
北
畝
水
地
足
北
割
売
一
斜

角
。
其
地
、
東
北
士
官
渠
、
西
南
頂
官
渠
、
長
一
丈
二
尺
。
西
北
至
官
渠
、
東

南
至
業
主
、
闊
一
語
弐
尺
。
今
立
契
量
売
与
故
鎮
里
程
瀦
・
門
門
等
、
開
渠
過

水
、
永
遠
為
業
。
雷
定
価
銭
白
銀
弐
両
四
銭
、
立
台
日
一
嘗
交
備
、
外
無
欠
少
。

斜
角
地
内
、
並
無
随
帯
糧
草
。
恐
後
無
悪
、
薫
蒸
文
字
、
永
遠
遍
照
。
正
徳
九

年
三
月
日
　
立
売
渠
道
導
優
人
史
英
　
同
立
人
史
如
　
撃
茎
　
房
親
人
史
礼

史
錦
　
見
入
干
間
無
慮
（
以
下
の
人
名
は
省
略
）
故
習
里
督
工
渠
長
男
瀦
　
提

督
里
長
曹
威
　
督
工
管
水
老
人
衛
敢
　
王
礼
　
督
工
同
門
同
門
（
以
下
の
人
名

は
省
略
）
正
徳
九
年
四
月
初
九
日
劉
瀦
等
立
石

【
付
記
】
二
〇
〇
八
年
度
史
学
会
例
会
に
お
け
る
研
究
発
表
の
準
備
段
階
に
お
い
て
、

郷
地
利
明
氏
、
児
玉
香
菜
子
氏
、
お
よ
び
総
合
地
球
環
境
学
研
究
所
の
方
々
よ
り

貴
重
な
助
言
を
頂
い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
、
深
甚
な
る
感
謝
の
意
を
表
す
。
本
稿

は
平
成
二
〇
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）
に
よ
る
研
究
成

果
の
　
部
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
貝
）
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Historical　Studies　of　the　Capability　of　the　Spring－Flood　lrrigation

System　to　Respond　to　Water　Environmental　Problems　at　the

　　　　Southern　Foot　of　Mt。　Lifliang早世Shanxi山西，　China

by

IGuRo　Shinobu

　　Asystem　that　combi肥d　sp痴g辻rigation　and且ood　irrigation，　which　was㎞own

as　the　qingzhuo　guangai　（clear　and　muddy　water）　method　was　used　in　the　Sanyu

三【硲district　of　llejin河辱津located　in　the　soutkwest　of　the　Sha面山西，　China，

This　irrigagon　system　used　two　sources　of　water，　one　was　clear　spring　water

from　Mt．　L樋ang呂梁and　the　other　was　the　collection　of　muddy　rainwater　runoff

from　the　mountain．　The　forMer　source　maintained　a　steady　discharge，　but　the　lat－

ter，　dependent　on　general　trends　of　rainfaR　in　northern　China，　was　unstable　in

terms　of　tirning　and　quantity．　On　the　other　hand，　the　wide　catchment　area　of　the

flood　irrigation　system　supplied　water　abundant　enough　to　make　up　for　deficiencies

to　some　degree，　and　by　supplying　water　with　rich　mineral　components　to　culti－

vated　areas，　the　cultivated　soil　was　fertilized　and　saljnization　prevented　at　the

same　time．

　　The　water　problem　at　the　Sanyu　Ctistrict　was　derived　iirom　the　deficieRcy　in　the

discharge　of　spring　water　and　quantitative　and　temporal　instabilities　of　the　fiood

waters．　Therefore，　two　kinds　of　deliberate　restrictions　were　prescribed　for　shar－

ing　the　scarce　water　resources　on　the　alluvial　fan；　one　of　them　was　to　distingttish

villages　and　estates　that　used　the　spring　water　and　those　that　used　fiood　waters；

and　the　other　was　to　stipulate　the　relationship　between　these　communities　and　the

water　sources．　These　distinctions　were　not　intended　to　confirrr｝　the　privileged

rights　of　upstream　vMages　to　the　use　of　water，　but　to　curtai1　their　advantage．　ln

the　case　of　spring　water，　water　was　furst　drawn　for　downstream　communities　in

order　to　prevent　monopoly　use　by　the　upstrearn　villages　and　to　secure　a　regulated

amount　for　each　viBage，　and　after　the　allotted　portion　of　the　water　for　the　down－

stream　villages　was　drawn　off　into　cultivated　land　and　reservoirs，　water　was　dyawn

to　upstream　communities　by　turns　from　below．　ln　contrast，　the　method　of　drawing

off　a　deliberate｝y　calculated　amount　of　flood　water　from　the　upstream　villages　func－

tioned　effectively　in　yesponding　to　the　two　extremes　of　water　shortage　and　fiood．
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　　Fights　over　spring　and　flood　water　broke　out　at　various　levels　in　the　Sanyu　dis－

trict．　This　was　particularly　true　in　regard　to　the　flood　runoff　water．　Due　to　its

abtmdance　and　rich　mineral　component，　there　were　disputes　not　only　between

commenities　that　depended　on　flood　water　and　those　that　depended　on　sphng

water　but　aiso　between　communities　that　depended　on　flood　water　themselves．

Mealtwhile，　in　regard　to　the　spring　water　for　which　the　order　and　amount　to　be

used　by　each　vMage　was　strictly　stipulated，　people　sold　and　leased　water　for

irrigaljon　and　irrigated　land　to　create　more　favorable　conditions．　Therefore，　the

content　of　disputes　over　spxing　water　was　more　complex　than　fights　over　flood

runoff　water．

Frorn　the　point　of　the　adaptation　to　the　environment，　excessive　diversion　of

spr血g　water　was　limited　by　strict星y　stipula伽g　water　sources　and　the　amount　to

be　used　by　comniunities　yelying　on　spring　water　and　prohibiting　communkies　de－

pendent　on　flood　runoff　wateτfrom　using　sp血g　water．　V旦lages　in　the　Sanyu　dis－

trict　were　able　to　avoid　the　dep1etion　of　water　resources　and　also　to　share　scarce

water　resouifces．　Moreover，　tracling　in　water　that　was　alienated　from　land　was

done　relative1y　openly．　As　a　result，　the　regulated　amoimt　for　eaclt　village　was

maintained　and　excesses　and　deficiencies　in　the　water　supply　were　compensated

for．　ln　other　words，　it　was　the　deliberate　limitations　which　distinguished　areas　and

water　sources　and　the　fiexiblity　which　originated　in　contracts　over　water　rights

廿｝at　supported£he　long－term　durab｛hty　of　the　system　of　water　use　in崩e　Sanyu

district．

　　ViUages　using　fiood　runoff　water　were　able　to　overcome　the　instab－ty　of　the

rains　by　buying　spring　water．　Yet，　purchase　of　spring　water　by　communities　re－

lying　on　flood　water　was　prohibited　in　the　19th　century．　ln　addition　the　usage　re一

1ationship　between　cultivated　iand　and　water　sources　was　also　stipu1ated　in　the

20th　century，　and　regulations　distinguishing　areas　and　watey　sources　increased　in

severity．　The　increasing　severity　of　its　management　obstructed　the　fiexibMty　of

the　system，　and　it　is　thought　to　have　brought　the　system　of　spring－flood　irrigadon

to　a　state　of　immobdization．　The　long－term　durability　of　the　spring－flood　irrigation

system　that　was　supported　by　detiberate　restrictions’and　contracts　on　watey　usage

ca薮convey　to　us　today　a　harmo盛ous　way　to　deal　wlth　the　na加ral　enVilronment

that　has　been　lost　due　to　the　attempt　to　e－mate　iRstability．
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